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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年３月１０日（月）午前９時５８分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後４時３５分　散会　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 木村勝彦  副委員長 弘　　豊  委　　員 上村高義
委　　員 藤浦雅彦  委　　員 野原　修 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正
都市整備部長　吉田和生 同部次長兼都市計画課長　土井正治
同部参事兼公園みどり課長　新留清志　　建築課長　林　弘一
都市計画課参事　嘉戸善胤　　同課参事　品川明輝　
土木下水道部長　藤井義己　　同部次長　山口　繁
同部参事兼道路管理課長　山本博毅　　同部参事兼下水道業務課長　石川裕司
道路交通課長　永田　享　　道路管理課参事　川上昭人　　　　　　　　　　　　　

　　下水道事業課長　樫本宏充
道路交通課長代理　押部吾一　　下水道業務課長代理　江草敏浩
水道部長　渡辺勝彦　　

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局主査　田村信也

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成２６年度摂津市一般会計予算所管分
議案第１０号　平成２５年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分
議案第３５号　摂津市立自動車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件所管分
議案第３６号　摂津市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件
議案第　５号　平成２６年度摂津市公共下水道事業特別会計予算
議案第１３号　平成２５年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
議案第　２号　平成２６年度摂津市水道事業会計予算
議案第１１号　平成２５年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号）
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（午前９時５８分　開会）

○木村勝彦委員長　おはようございます。

　ただいまから建設常任委員会を開会し

ます。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　年度末、何かとお忙しいところ、委員

会を開催いただきまして、大変ありがと

うございます。

　本日は過日の本会議で建設常任委員会

に付託されました案件についてご審査を

いただくわけですけども、何とぞ慎重審

査の上、ご可決賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。

　一旦、退席させていただきますが、ど

うぞよろしくお願いいたします。

○木村勝彦委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は上村委員

を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　異議なしと認め、そ

のように決定をしました。

　暫時休憩します。

（午前　９時５９分　休憩）

（午前１０時　　　　再開）

○木村勝彦委員長　再開いたします。

　議案第１号所管分及び議案第１０号所

管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　藤井土木下水道部長。

○藤井土木下水道部長　おはようござい

ます。

　それでは、議案第１号、平成２６年度

摂津市一般会計予算のうち、土木下水道

部にかかわる部分につきまして、目を追っ

て、その主なものについて補足説明をさ

せていただきます。

　まず、歳入でございますが、２８ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目３、衛生使用料では、節３、ク

リーンセンター使用料は関西電力株式会

社電柱の占用料でございます。

　目４、農林水産業使用料では、節１、

水路使用料は大阪ガス株式会社等の法定

外水路占用料でございます。

　目５、土木使用料では、節１、道路使

用料は関西電力株式会社等の道路占用料

でございます。節４、駐車場使用料は、

自動車及び自転車駐車場の使用料と、駐

車場用地使用料でございます。

　３０ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料では、節１、総務手数料のうち、

下から２行目の諸証明手数料は道路幅員

証明手数料でございます。

　目２、衛生手数料では、節５、し尿処

理手数料はし尿処理、及び浄化槽汚泥の

処分に係る手数料でございます。

　目３、農林水産業手数料では、節２、

明示手数料は水路敷地境界明示手数料で

ございます。

　３２ページ、目４、土木手数料では、

節１、明示手数料のうち、上から１行目

の道路敷地境界等明示手数料と、３行目

の自転車・自動車駐車場明示手数料でご

ざいます。

　３４ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目４、土木費国庫補助

金では、節１、地籍調査費補助金は都市

再生地籍調査委託補助金、節２、道路橋

りょう費補助金は橋りょう耐震補強、橋

りょう修繕設計及び道路舗装に係る社会

資本整備総合交付金でございます。

　４２ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目３、衛生費府補助金では、

節２、権限移譲交付金は浄化槽の設置に
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係る届出受理の事務の権限移譲に伴いま

す交付金でございます。

　４４ページ、目６、土木費府補助金で

は、節２、地籍調査費補助金は都市再生

地籍調査委託補助金でございます。

　４６ページ、項３、委託金、目２、土

木費委託金、節１、土木管理費委託金で

は河川環境整備工事委託金と鶴野橋外ポ

ンプ管理委託金及び自転車等移動保管業

務委託金でございます。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入では、節１、土

地建物貸付収入のうち、上から２行目、

摂津交通安全自動車協会への土地貸付収

入でございます。

　５４ページ、款１９、諸収入、項４、

目２、雑入では、節１、雑収入のうち、

下から１３行目の道路管理課分から５行

目の下水道事業課分にかけて、電力売却

収入、有線音楽放送施設に係る道路及び

水路の占用料相当額支払金、自転車等移

動保管料、自転車等鉄屑処分金、放置自

転車対策協力金でございます。

　続きまして、歳出につきましてご説明

申し上げます。

　１２４ページをお開き願います。

　款４、衛生費、項２、清掃費、目１、

清掃総務費では、節９、旅費はし尿処理

事務などに係る普通旅費でございます。

　１２６ページ、目３、し尿処理費では、

その主なものとしまして、節１１、需用

費はし尿収集に係る消耗品費、修繕料等

でございます。節１３、委託料はし尿収

集に係る委託料及びクリーンセンター解

体工事監理委託に係る委託料などでござ

います。節１５、工事請負費はクリーン

センターの解体工事費でございます。節

１９、負担金、補助及び交付金はし尿及

び浄化槽汚泥の処理負担金でございます。

節２２、補償、補填及び賠償金はし尿汲

取り世帯数の減少に伴うし尿収集業者へ

の補償金でございます。

　１３０ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目４、農業水路費では農

業水路の維持管理に係る経費で、その主

なものとしまして、節８、報償金は地元

農業関係者による水路の樋守、及びゲー

トの管理に係る報償金でございます。節

１１、需用費は農業施設の光熱水費と修

繕料などでございます。節１３、委託料

は河原樋ポンプ場外１件の管理業務委託

料でございます。節１５、工事請負費は

農業水路に係る用水側溝の改良工事費で

ございます。１３２ページ、節１９、負

担金、補助及び交付金は神安土地改良区

負担金及び河原樋ポンプ改修工事負担金

などでございます。

　１３６ページ、款７、土木費、項１、

土木管理費、目１、土木総務費では、そ

の主なものとしまして節１３、委託料は

道路施設の維持管理にかかわる土木維持

作業業務委託料でございます。節２８、

繰出金は公共下水道事業特別会計への繰

出金でございます。

　目２、交通対策費では、その主なもの

としまして節１１、需用費は交通安全啓

発事業費及び道路反射鏡定期修繕事業費

などでございます。１３８ページ、節１

３、委託料は駐車場管理委託料、放置自

転車等移動委託料、放置自転車等対策指

導委託料、公共施設巡回バス運行管理業

務委託料及び市内循環バス停留所新設等

委託料などでございます。節１５、工事

請負費は道路反射鏡設置工事と交差点改

良工事などでございます。節１９、負担

金、補助及び交付金は市内循環バス運行

補助金及び近鉄バスＩＣカードシステム

の導入補助金などでございます。

　続いて、１３８ページから１４０ペー

ジ、項２、道路橋りょう費、目１、道路
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橋りょう総務費では、その主なものとし

まして、節１３、委託料は千里丘駅前広

場管理委託料、モノレール駅前広場管理

委託料、摂津市駅駅前広場管理委託料及

び都市再生地籍調査業務委託料などでご

ざいます。

　目２、道路維持費では、その主なもの

としまして節１１、需用費は道路管理に

係る維持管理経費などでございます。節

１３、委託料では、その主なものとしま

して、市内環境維持業務委託料、別府１

号線路肩補修実施設計委託料、橋梁点検

業務委託料及び橋梁修繕実施設計委託料

などでございます。節１５、工事請負費

は道路維持工事の事業費でございます。

節１９、負担金、補助及び交付金は建築

基準法に基づいて中心後退部分が発生す

る狭隘道路の拡幅整備への助成金でござ

います。

　目３、道路新設改良費では、節１５、

工事請負費は道路の新設改良工事費でご

ざいます。

　目４、交通安全対策費では、その主な

ものとしまして節１１、需用費では正雀

南千里丘線外２路線道路改良事業により

ます歩道仮整備の修繕料などでございま

す。節１５、工事請負費は交通バリアフ

リー整備事業としての歩道段差切り下げ

工事などの交通安全対策工事の事業費で

ございます。

　１４２ページ、項３、水路費、目１、

排水路費では、その主なものとしまして

節１１、需用費は排水路施設の光熱水費

と修繕料などでございます。節１３、委

託料は排水路やポンプ場などの維持管理

に係る委託料などでございます。節１５、

工事請負費は排水路に係る雑工事費でご

ざいます。節１９、負担金、補助及び交

付金は、番田水門設置に伴う内水対策事

業の建設負担金、府営まちづくり整備事

業として、大阪府が実施している番田水

路の樋門改修などの事業償還金負担金及

び安威川左岸ポンプ場維持管理負担金で

ございます。

　１５６ページ、款８、項１、消防費、

目３、水防費では、その主なものとしま

して節１６、原材料費は水防資材の購入

費でございます。節１９、負担金、補助

及び交付金では、その主なものとしまし

て淀川右岸水防事務組合に対する負担金

及び安威川ダムの建設に係る安威川ダム

水特法第１２条に基づく負担金などでご

ざいます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成２５

年度摂津市一般会計補正予算（第７号）

のうち土木下水道部にかかわる部分につ

きまして、目を追ってその主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、１６ペー

ジをお開き願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目４、土木費国庫補助金では、その

主なものとしまして節２、道路橋りょう

費補助金は橋梁耐震化対策の事業費の確

定による歳出減に伴い、補助金が減額と

なるものでございます。節５、交通安全

対策費補助金では正雀南千里丘線外２路

線道路改良事業による土地購入費及び移

転補償費などの確定による歳出減に伴い、

補助金が減額となるものでございます。

　１８ページ、款１５、府支出金、項３、

委託金、目２、土木費委託金では節１、

土木管理委託金は河川環境整備工事委託

金が確定したことによる増額及び鶴野橋

外ポンプ管理委託金が確定したことによ

る減額、あわせて減額となるものでござ

います。

　２２ページ、款１９、諸収入、項４、
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目２、雑入では、節１、雑収入のうち、

下から６行目、損害賠償保険金は道路管

理瑕疵事故に伴う全国市有物件災害共済

会の保険金が増額となるものでございま

す。

　続きまして、歳出につきましてご説明

申し上げます。

　４６ページをお開き願います。

　款４、衛生費、項２、清掃費、目３、

し尿処理費では、その主なものとしまし

て節１１、需用費及び節１３、委託料は

クリーンセンターの機能停止に伴う支出

額の確定により減額となるものでござい

ます。

　４８ページ、節１５、工事請負費はク

リーンセンターの解体工事前に実施いた

しました土壌汚染調査に期間を要したた

めに今年度の工事実施が困難となり、全

額を減額するものでございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、し

尿汲取り世帯の減少に対する業者への補

償で、前年度減少世帯数が確定したこと

により減額となるものでございます。

　款５、農林水産業費、項１、農業費、

目４、農業水路費では、その主なものと

しまして節１９、負担金、補助及び交付

金は神安土地改良区への負担金で、味舌

用水管理移設工事負担金の工事費が確定

したことにより減額となるものでござい

ます。

　５０ページ、款７、土木費、項１、土

木管理費、目１、土木総務費では、その

主なものとしまして節２８、繰出金は公

共下水道事業特別会計繰出金が年度末見

込みにより減額となるものでございます。

　目２、交通対策費では、その主なもの

としまして節１１、需用費で道路反射鏡

定期修繕料の年度末見込みにより減額と

なるものでございます。節１３、委託料

は自転車利用者指導委託料などが確定し

たことにより減額となるものでございま

す。５２ページ、節１５、工事請負費は

交通安全対策工事の年度末見込みにより

減額となるものでございます。

　項２、道路橋りょう費、目１、道路橋

りょう総務費では、その主なものとしま

して節１３、委託料は摂津市駅駅前広場

管理委託料などが確定したことにより減

額となるものでございます。

　目２、道路維持費では、その主なもの

としまして節１１、需用費は街路灯修繕

料が確定したことにより減額となるもの

でございます。節１３、委託料は橋梁修

繕及び耐震化対策の実施設計委託料など

の年度末見込みにより減額となるもので

ございます。節１５、工事請負費は、道

路維持工事の金額が確定したことにより

減額となるものでございます。節１９、

負担金、補助及び交付金は、狭隘道路整

備助成金の助成が年度末見込みにより減

額となるものでございます。

　目３、道路新設改良費では、節１５、

工事請負費は道路新設改良工事費の年度

末見込みにより減額となるものでござい

ます。

　５４ページ、目４、交通安全対策費で

は、その主なものとしまして節１５、工

事請負費は、交通安全対策工事の年度末

見込みにより減額となるものでございま

す。節１７、公有財産購入費は正雀南千

里丘線外２路線道路改良事業による土地

購入費が確定したことにより減額となる

ものでございます。節２２、補償、補填

及び賠償金は正雀南千里丘線外２路線道

路改良事業による移転補償費が確定した

ことにより減額となるものでございます。

　項３、水路費、目１、排水路費では、

その主なものとしまして節１１、需用費

は排水路施設の修繕料などの年度末見込

みにより減額となるものでございます。
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節１３、委託料は排水管及び水路しゅん

せつ委託料などが確定したことにより減

額となるものでございます。

　５８ページ、款８、項１、消防費、目

３、水防費では、節１９、負担金、補助

及び交付金は淀川右岸水防事務組合負担

金及び安威川ダム水特法１２条負担金が

確定したことにより減額となるものでご

ざいます。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます

○木村勝彦委員長　吉田都市整備部長。

○吉田都市整備部長　おはようございま

す。

　それでは、議案第１号、平成２６年度

一般会計予算のうち、都市整備部にかか

わる部分につきまして、目を追ってその

主なものについて補足説明をさせていた

だきます。

　まず、歳入でございますが、予算書の

２８ページをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目５、土木使用料、節３、公園使

用料は、関西電力株式会社の電柱などの

公園占用料でございます。

　次に、３２ページをお開き願います。

　項２、手数料、目４、土木手数料、節

１、明示手数料のうち、都市計画道路敷

地境界明示手数料及び公園明示手数料で

ございます。節２、都市計画手数料は、

用途地域証明など諸証明手数料でござい

ます。節３、開発申請等手数料は、都市

計画法第２９条の規定による開発行為の

許可に関する事務にかかわる開発許可等

手数料、開発不要証明手数料及び開発登

録簿写し発行手数料でございます。

　次に、３６ページをお開き願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目４、土木費国庫補助金、節３、都

市計画費補助金は２段目の社会資本整備

総合交付金で、新在家鳥飼上線道路整備

事業に係る土地購入費に対する交付金と、

耐震診断補助金及び耐震改修補助金でご

ざいます。

　次に、４４ページをお開き願います。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目６、土木費府補助金、節１、都市計画

費補助金は、その内訳といたしまして耐

震診断補助金、耐震改修補助金及び府自

然環境保全条例事務取扱交付金でござい

ます。節３、権限移譲交付金は大阪版地

方分権推進制度実施要綱に基づく移譲事

務交付金でございます。

　次に、４６ページをお開き願います。

　項３、委託金、目２、土木費委託金、

節２、都市計画費委託金のうち、建築基

準法施行事務取扱委託金、都市計画法施

行事務取扱委託金及び大阪府福祉のまち

づくり条例委任事務委託金でございます。

　次に、５０ページをお開き願います。

　款１８、繰入金、項２、基金繰入金、

目５、緑化基金繰入金、節１、緑化基金

繰入金は緑化推進事業への緑化基金繰入

金でございます。

　次に、５４ページをお開き願います。

　款１９、諸収入、項４、雑入、目２、

雑入、節１、雑収入は、下から１８行目

からなりますが、都市計画課の都市計画

図売却収入及び鉄道運輸機構負担金と、

建築課の建築確認申請者負担金でござい

ます。

　次に、歳出でございますが、予算書の

１４２ページをお開き願います。また、

あわせまして予算概要の８８ページをご

参照願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、節１、報酬は

緑化推進嘱託員報酬及び都市計画審議会

委員報酬でございます。次に、予算書の

１４４ページをお開き願います。節７、
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賃金は緑化推進員賃金及び建築指導嘱託

員賃金でございます。節８、報償費、節

９、旅費、及び節１１、需用費は、事務

執行にかかわる経費でございます。節１

３、委託料はＧＩＳシステム保守管理委

託料、地形図修正図化委託料、都市計画

マスタープラン策定委託料と、平成２１

年に福祉会館及び体育館の撤去に伴い発

生いたしましたＰＣＢの廃棄処分委託料

でございます。節１４、使用料及び賃借

料は電子複写機レンタル料及びＧＩＳシ

ステム借上料でございます。次に、予算

書１４４ページから１４６ページにかけ

まして、節１９、負担金、補助及び交付

金は、摂津市既存民間建築物耐震診断補

助金、耐震改修補助金及び大阪府都市計

画協会負担金ほか７件の負担金と、１４

６ページにありますＪＲ千里丘駅エレベー

ター設置負担金、ＪＲ千里丘駅エレベー

ター設置補助金、近畿ブロック開発許可・

宅地防災行政連絡協議会負担金及びＪＲ

千里丘駅橋上通路整備負担金でございま

す。節２７、公課費は公用車両の車検に

伴う自動車重量税でございます。

　次に、１４６ページと合わせて予算概

要９０ページをご参照願います。

　次に、目２、街路事業費では、節１、

報酬、節８、報償費、節９、旅費及び節

１１、需用費は都市景観事業に伴います

都市景観まちづくり審議会、都市景観ア

ドバイザー委員会及び新在家鳥飼上線道

路整備事業に係る事務執行経費でござい

ます。節１２、役務費は手数料３３４万

円のうち、新在家鳥飼上線道路整備事業

の用地買収に伴います不動産鑑定評価な

どに係る手数料１１４万円と、保険料１

万円のうち、都市景観事業の市民協働に

伴います保険料６，０００円でございま

す。節１３、委託料のうち、物件補償算

定委託料は新在家鳥飼上線道路整備事業

の用地買収に伴います物件補償算定委託

料でございます。節１７、公有財産購入

費は土地購入費５，２００万円のうち新

在家鳥飼上線道路整備事業の用地買収に

伴います土地購入費４，３００万円でご

ざいます。節１９、負担金、補助及び交

付金のうち、都市景観形成活動助成金は

都市景観事業における都市景観形成市民

団体に対する助成金でございます。節２

２、補償、補填及び賠償金は物件移転補

償費２，１００万円のうち、新在家鳥飼

上線道路整備事業の用地買収に伴います

物件移転補償費２，０００万円でござい

ます。

　次に、予算書１４６ページとあわせて

予算概要９２ページをご参照願います。

　目３、緑化推進費では、その主なもの

といたしまして節１９、原材料費は花いっ

ぱい活動に対する助成を初め、市内の花

壇などの育苗用の肥料、土、樹木などの

購入費でございます。次に、予算書の１

４８ページをお開き願います。節１９、

負担金、補助及び交付金は、摂津市緑化

推進連絡会補助金でございます。

　続きまして、目４、公園管理費では、

その主なものといたしまして節１１、需

用費は公園などの光熱水費及び修繕料な

どでございます。節１３、委託料は都市

公園など、施設の機能維持を図るための

公園管理委託料、公園等砂場消毒清掃委

託料、公園遊具点検業務委託料及び公園

台帳作成委託料でございます。節１６、

原材料費は公園の維持管理に係る砂場の

砂、板材などの補修用材料費でございま

す。節１９、負担金、補助及び交付金は、

ちびっこ広場を管理している団体に対す

る管理補助金でございます。節２７、公

課費は公用車両の車検に伴う自動車重量

税でございます。

　以上、平成２６年度一般会計予算の内

－7－



容に関する補足説明をさせていただきま

す。

　続きまして、議案第１０号、平成２５

年度一般会計補正予算（第７号）のうち、

都市整備部にかかわる部分につきまして、

目を追ってその主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、１４ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目５、土木使用料、節３、公園使

用料は公園占用件数が増加したことによ

り増額となるものでございます。

　次に、１６ページをお開き願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目４、土木費国庫補助金、節３、都

市計画費補助金は新在家鳥飼上線の土地

購入費の確定により減額いたすものでご

ざいます。

　次に、歳出でございますが、５６ペー

ジをお開き願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、節７、賃金は

その主なものといたしまして、臨時職員

の年度途中での退職に伴い減額いたすも

のでございます。節１１、需用費は事務

執行に係る経費が確定したことにより減

額いたすものでございます。節１３、委

託料は、地形図修正図化委託料及び緑の

基本計画改定業務委託料の執行差金によ

り減額いたすものでございます。節１４、

使用料及び賃借料はＧＩＳシステム借上

料の執行差金により減額いたすものでご

ざいます。

　次に目２、街路事業費では、節１２、

役務費は新在家鳥飼上線道路整備事業に

おける不動産鑑定強化手数料の執行差金

により減額いたすものでございます。節

１３、委託料、物件補償算定委託料４５

２万７，０００円のうち２００万円は新

在家鳥飼上線道路整備事業における執行

差金により減額いたすものでございます。

節１９、負担金、補助及び交付金のうち、

都市景観形成活動助成金につきましては、

本年度の申請件数の確定により減額いた

すものでございます。

　次に、目３、緑化推進費では節１８、

備品購入費は金購入の執行差金により減

額いたすものでございます。

　次に、目４、公園管理費では節１３、

委託料は公園遊具点検業務委託料及び公

園台帳作成委託料の執行差金により減額

いたすものでございます。節１４、使用

料及び賃借料はトイレレンタル料の執行

差金により減額いたすものでございます。

　続きまして、６ページをお開き願いま

す。

　第２表　繰越明許費につきましてご説

明申し上げます。

　２段目、款７、土木費、項４、都市計

画費、新在家鳥飼上線道路整備事業は用

地買収に伴う契約が年度末となり、年度

内に所有権、移転登記の確認ができない

ため、土地購入費のうち、前払い金を除

いた残金を平成２６年度に明許繰り越し

をさせていただくものでございます。

　以上、平成２５年度一般会計補正予算

の内容に関する補足説明とさせていただ

きます。よろしくお願いします。

○木村勝彦委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

○藤浦雅彦委員　おはようございます。

　それでは、順を追って質問させていた

だきたいと思います。いつものことなが

ら、番号を申し上げますので、お答えに

なるときは、番号を言われてからお答え

をお願いします。

　１番目でございます。

　自転車等鉄屑処分金についてというこ

とで、予算書の５５ページの款１９、諸
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収入、項４、雑入のうちに記載がありま

すが、自転車等鉄屑処分金については１

４万７，０００円という予算がとられて

います。これは当然、過去の実績に基づ

いて予算が決められていると思いますけ

ども、この根拠とされているもの、過去

の実績によって入札方法とか、大体、こ

れぐらいの値段の入札金でこれぐらいに

なっているという、その根拠を教えてい

ただきたいと思います。

　それから、２番目にクリーンセンター

解体工事につきまして、これも予算書１

２７ページの款４、衛生費、項２、清掃

費、目３、し尿処理費の中にございます。

先ほど説明がありましたけども、これは

クリーンセンター解体工事については、

土壌汚染の関係で平成２６年度に繰り下

げるということでございますが、平成２

５年度での予算は４，９７９万６，００

０円としてありますが、平成２６年度で

つけかえるときには２，５００万円と減

額されています。約半分になっています。

その理由について説明をお願いしたいと

思います。

　それから、３番目、し尿収集運搬委託

料についてでございます。これも予算書

１２７ページの同じ項のところにありま

すが、し尿収集運搬委託料４，１７５万

４，０００円の予算がついていますけど

も、今までずっとこれはだんだん減額に

なってきておりまして、これは汲取りの

件数が減る分、１件当たり幾らという補

償費を払って減額されてきたという経緯

があります。平成２５年度では４，０７

９万２，０００円ということでしたので、

平成２６年度では約１００万円の増額を

されているということになっています。

処理場所が変わったということもあるん

だろうと思いますが、その辺のことをご

説明をいただきたいと思います。

　それから、し尿汲取り世帯について、

昨年１０月の決算のときにお聞きしまし

たときに、残り４３８件が今、汲取りを

されているということでしたけども、現

状、一番最新の件数と、それから、この

１年間予算を組むときにどれくらいの減

少見込みを持っているのかということ。

これは補償金２４万９，０００円を計上

されていますので、それとあわせてご説

明いただきたいと思います。

　４番目、し尿処理負担金と浄化槽汚泥

負担金についてということで、予算書１

２７ページ、款４、衛生費、項２、清掃

費、目３、し尿処理費の中で、昨年の１

０月からし尿処理負担金ということで、

一方は豊能町に、もう一方は茨木市にお

願いをするということでスタートしまし

た。し尿のほうは、単純に２倍にはなら

ず３，０００万円の予算ということになっ

ていますので、これについてご説明をお

願いしたいと思います。

　それから、浄化槽汚泥につきましては、

平成２５年度が２，０５２万８，０００

円ということで、平成２６年度は３，５

７０万円ということで、これについても

２倍より５００万円ほど減額になるとい

うことですけども、こちらのほうもあわ

せて、わかりやすく説明をお願いしたい

と思います。

　それから、５番目に近鉄バスＩＣカー

ドシステム導入補助金と、京阪バスロケー

ションシステム導入補助金についてです

が、予算書の１３９ページに記載があり

ます。款７、土木費、項１、土木管理費、

目２、交通対策費でございますが、金額

としては一方が７１万３，０００円と、

もう一方が３万３，０００円ですけども、

どういったものであったのかご説明をお

願いしたいと思います。

　それから、６番目に道路敷調査業務委

－9－



託料についてでございます。予算書は１

３９ページに記載があります。款７、土

木費、項２、道路橋りょう費、目１、道

路橋りょう総務費の中にあります道路敷

調査業務委託料２００万円が計上されて

いますが、この業務内容についてご説明

をしていただきたいと思います。

　それから、７番目に別府１号線路肩補

修実施設計委託料についてということで

ございますが、予算書の１４１ページ、

款７、土木費、項２、道路橋りょう費、

目２、道路維持費の中に設計を行うとい

うことで３５０万円の記載がされていま

すけども、その設計委託をされる内容の

概略についてご説明いただきたいと思い

ます。

　８番目に狭隘道路整備助成金について、

これも毎回こだわりを持って質問をさせ

ていただいているんですけども、これは

以前から茨木市とかが取り組んでいるこ

とがあって、古くは北野部長の時代から

私、こういうのをやったらどうだという

ことで提案をしてきたんですけども、よ

うやく数年前にこれが導入をされまして、

これでようやく道路が広がっていくとい

う期待を持っておりながら質問させてい

ただいているんですが、水も漏らさぬ取

り組みをお願いしたいということを何度

もお願いをしていますが、本当に水が漏

れていないのかどうかというのが非常に

不明確、どうも水が漏れているような感

じもするわけでございます。前回、決算

のときにもお話をさせていただきました

けども、例えば、建築面積が狭いために

寄附できないと。また、使用承諾ができ

ないというので、協議をしているケース

があると。その結果を聞いていないです

けど、恐らくこれは同意する件なので、

それは実施できなかったという案件になっ

たんだろうと思うんですけど、そういう

場合の対応について、これは前回は、決

算のときは、事案をおっしゃっていまし

たけど、そういうものを含めて取り組み

をどういうふうにしていかれるのか、こ

れから、予算ですから。狭隘道路整備助

成金としては１，０００万円が計上され

ていまして、補正予算では５００万円ぐ

らいが減額をされているということでご

ざいますから、予算と実態とがかけ離れ

ているところもあるんですけども、その

辺、総合的にご説明いただきたいと思い

ます。

　９番目のＪＲ千里丘駅エレベーター設

置補助金とＪＲ千里丘駅橋上通路整備負

担金についてでございます。予算書は１

４７ページ、款７、土木費、項４、都市

計画費、目１、都市計画総務費において

記載がありますが、このＪＲ千里丘駅エ

レベーター設置補助金については、補正

予算のところでもご説明があって、当初

は１２月と言っていたものが秋ごろに早

まりますよとか、本体工事が新年度明け

からまた始まりますということになって

いましたけども、それに変わりがないの

か。そのとおりの説明のままで推移して

いるのかどうか。ひょっとしたらもう少

し早くなるという答弁があれば非常にう

れしいわけですが、そういう答弁にはな

らないのか。

　また、ＪＲ千里丘駅の橋上通路の問題

ですが、ここについても、決算のときは

まだ協議段階であると。いろいろ問題が

山積しているんだということでございま

したが、今回、整備負担金として２，１

００万円が計上されているということで、

一定方向性が出つつある、もしくは出た

かというふうに感じるわけでございます

が、その中身についてどういうものなの

か、ご説明いただきたいと思います。

　それから、１０番目でございます。
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　交通安全啓発事業及び交通安全推進事

業について、これは今度は予算概要でい

きますが、８０ページに記載があります

交通安全啓発事業で、今回、新規事業と

いうことで６５歳以上の自動車運転免許

証自主返納者に対しまして、夜間の自転

車利用時に着用する反射板付きジャンパー

を支給するということで、代表質問でも

随分、議論もされておりました。１５０

万円の予算、３００人の予定ということ

だそうですけども、その予算根拠、３０

０人と想定されている根拠についてまず、

説明をいただきたいということと、今、

交通安全推進事業のほうでは、公共施設

巡回バスに自転車安全利用に関する車体

表示をして普及啓発活動に取り組むとい

うことで、市長の施政方針の中に記載が

ありました。その中身を詳しくご説明い

ただきたいと思います。

　それから、１１番目の道路管理事業に

ついてでございますが、予算概要で８２

ページに道路管理事業として記載があり

ますが、この中で光熱水費、道路交通課

が設置されている防犯灯、例えば、堤防

沿いの防犯灯とか、平和公園の前の通り

の防犯灯などは自治振興課ではなくて道

路交通課が設置されているものが結構あ

ると思うんですけど、まず、どれくらい

の灯数を管理されているのかということ

をお答えいただきたいと思います。

　それから、１２番目でございます。

　震災対策推進事業についてでございま

すが、予算概要では８８ページでありま

すが、震災対策推進事業、要は耐震改修

の工事の関係で、これも毎回、いつも質

問させていただいておりまして、非常に

こだわっている部分なんですけども、今

回、その補助額３０万円増額するという

ことになっています。この３０万円、い

ろいろどんな方法で周知するんですか、

周知がなかなかだとか、いろいろ申し上

げてまいりまして、何でか進まないので、

平成２７年度までに一応、耐震改修促進

計画というのがあって、９割を目指すと

いうことで計画はあるんですけど、なか

なか進まないということがあって、今回、

３０万円を増額するという一つの方法を

とられていると思うんですけども、それ

から、決算のときの議論では、まちまる

ごと耐震化支援事業というものを展開す

るということで、平成２５年度で展開さ

れたと。これから、平成２６年度も展開

していくということでございますけども、

そういう取り組みとか、それから、ロー

ラー作戦をすると言われていました。２

月、３月ぐらいでやるということでした

けども、今、まさにやってはるところか

もわかりませんけど、そういうローラー

作戦の展開とか、とにかく平成２６年度

で３０万円に上げる、それから、それ以

外の取り組みも含めてどういう取り組み

を考えられていて、また、どれくらいの

目標数を目指されているのか、お答えい

ただきたいと思います。

　それから、１３番目、開発指導確認経

由事務事業についてでございます。同じ

く予算概要の８８ページに開発指導・確

認経由事務事業というのが載っておりま

して、非常に危惧しますのは、せんだっ

て、中堅の技術職員の方が退職をされま

した、資格も持っていらっしゃる方でご

ざいまして、これから頑張っていただか

ないといけないという、そういう大事な

人材が流出してしまったというようなこ

とがありますけども、これは摂津市内の

技術職員、特に建設工事なんかもやって

いく中で、そういう技術でしっかりと管

理ができる、また、管理していかないと

いけないという体制をとらなあかんとい

うことが議論になっておりましたけど、
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そんな中で大事な人材が流出してしまっ

たということもありますし、今後、この

穴埋めというんですか、職員体制として

大変大きな禍根を残すことになったと思

いますけども、これからの建築業務につ

いて、どのような体制をとっていこうと

考えられているのか、まず聞いておきた

いと思います。

　それから、最後になります。１４番目

でございます。

　新在家鳥飼上線道路整備事業について

でございますが、これも数年来にわたっ

て計画がされて、着実に用地の買収も行

われてきているということであると思い

ますが、ちょっと整理をしていただいて、

平成２６年度分で全体の用地でどれくら

いの買収になって、あと、残りの計画と

して、工事に入るまであとどれくらいで、

何年度ぐらいから工事に入るのかという、

概略で結構ですので、平成２６年度も含

めて今後の方針計画についてご説明いた

だきたいと思います。

○木村勝彦委員長　江草下水道業務課長

代理。

○江草下水道業務課長代理　質問番号２

番から４番についてお答えさせていただ

きます。

　まず、２番、クリーンセンターの解体

工事費が平成２５年度から２６年度に変

わったときに半減した理由はということ

なんですけど、この半減の理由といたし

ましては、当初、平成２５年度につきま

しては、建物上部及び地下の槽及び地下

の杭までの撤去を予定しておりました。

平成２６年度につきましては、地下の杭

については残存という形で、今後の土地

利用が決まって、その杭が支障になる場

合、杭を撤去していこうという形の方針

の変更があったために、解体費用が半減

したものでございます。

　３番目、し尿の収集運搬委託料が平成

２６年については増となっているがその

理由はということなんですけど、先ほど、

藤浦委員がおっしゃられたとおり、平成

２５年度の途中からは豊能町の方に運搬

するようになりました。その中で委託に

つきましては原価等を計算の中で、箕面

のトンネルを通過していく、その交通の

通行料も含んでいるという形で、委託の

中身については見直しを図り、減額を図っ

ておるんですけど、運搬費用とあと、当

然、作業員の作業時間についても長くなっ

てくるというので増額となっているとい

うものです。

　３番目の汲取り世帯の現状と今後の減

少見込みということですけど、今年の２

月末現在、し尿の汲取り世帯は現在、４

０５世帯となっております。１年間で約

５０世帯近く減少しておるんですけど、

今後は減少幅としては小さくなってくる

のではないかと見込んでおります。補償

金につきましては、今年度、今まで１２

件汲取りの世帯が公共下水道に接続がえ

しておるんですけど、来年度も同等程度

ではないかなと見込んでおります。

　４番目のし尿処理負担金と浄化槽汚泥

負担金の考え方ですけど、これが単純に

倍にならないというのは、平成２５年に

つきましては１０月以降、豊能町及び茨

木市に持っていったという形になってお

りまして、この負担金の単価の決め方が

豊能町、茨木市ともに同じような考え方

なんですけど、施設の処理、１年に掛かっ

た総額を処理した量で割って単価を出す

という考え方をしておりますので、１年

目だけはちょっと特殊な考え方になって

いまして、摂津市の方からは、半年間し

か持って行っていないという形で、通年

持って行っていないので処理量が少なく

なってくる。施設の運営については大き
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くは維持管理費は変わってこないという

形になりますので、処理単価にちょっと

差が出てきて、単純に倍にならないとい

う形、平成２６年以降は通年、摂津市の

ほうから持って行きますので、今後、平

成２７年以降についてはそう大きな乖離

は出てこないのではないかなと考えてお

ります。

○木村勝彦委員長　永田道路交通課長。

○永田道路交通課長　それでは、藤浦委

員のまず１つ目の自転車等鉄屑処分金に

ついてお答えさせていただきます。

　鉄屑処分におきましては、毎年、前年

度の実績に合わせて予算計上させていた

だいておるんですけども、来年度、平成

２６年度について１４万７，０００円、

これの根拠につきましては、予算要求時

におきまして５か月分の移動自転車を２

回処分しております。その台数と払い下

げ金額につきまして金額が出ておりまし

て、それの倍を掛けた、払い下げ金額が

７万６，０００円ほどになるんですけど

も、それに倍を掛けた１５万２，０００

円、それに返還率、移動保管で取りにこ

られた方、前年比が９６％で考えており

まして、掛け合わせた金額１４万７，０

００円という形で予算計上させていただ

いております。

　それから、質問番号５番、近鉄と京阪

バスＩＣロケーションシステムの中身に

ついてでございますが、まず、近鉄バス

につきましては、ＩＣカードのシステム

導入補助金としまして、今回、７１万３，

０００円を予算計上させていただいてお

ります。これについては、電子カード化

によって利用客のスムーズな乗降を、利

便性が向上するという、寄与するという

ことを目的としまして今回、補助を計上

させていただいております。

　過去においては、京阪バス、阪急バス

にもＩＣカード化の補助は行っておりま

す。今回、近鉄バスにおきましては、国

のほうにその地域公共交通確保維持改善

事業による補助申請を行うということか

ら、それが前提として市としても補助を

行う予定でございます。

　金額につきましては、全体の近鉄バス

の運行ルートに対する割合、これにつき

まして摂津市、茨木市、吹田市で距離案

分した割合、これに全ルートにかかわる

経費それを掛けた分に対して、あと補助

率１０分の１を掛けた７１万３，０００

円、これを補助金として予算計上をさせ

ていただいております。

　それから、バスロケーションシステム

についてなんですが、こちらは京阪バス

でございまして、同じく国の補助金を申

請するということで、市のほうもその補

助に対して予算計上をさせていただいて

おります。

　内容につきましては、バス車両のデー

タ通信の機能、これを整備し、オンライ

ン化することによってリアルタイムなバ

スの運行情報が利用者に提供できると。

これによってバスの停留所の待ち時間な

どが短縮できるということで、利用客の

利便性が向上できるということを目的と

しております。

　これにつきましても、営業所のほうが

高槻、寝屋川、門真、大津とありまして、

その４営業所の走行距離に対するこれも

市域内の走行距離の延長案分に合わせて

補助を出させていただいております。そ

の金額が３万３，０００円ということで

ございます。

　それから、１０番目の高齢者の免許返

納者への予算１５０万円の内容につきま

してなんですが、これは年々、高齢者の

交通事故の件数がふえている、このこと

に歯どめをかけるということを目的に、
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自動車運転者が運転することに自信がな

くなって免許返納、運転する機会が少な

くなった高齢者の方々に自主的に免許を

返納しやすい、サポートするという目的

で、支給の内容としましては、反射材付

きジャンパー、これを支給いたしていき

たいと思っております。やはり免許を返

納すると、移動手段としては自転車だと

か、徒歩だとかの移動がふえる。特に、

夜間になりますと、視認性も悪いという

ことで、反射材つきのジャンパーを支給

したいと考えておるんですけども、３０

０人の根拠なんですが、これは摂津警察

署のほうにも確認をさせていただいたん

ですけども、一昨年が６０名、それと昨

年が１１０名ということで、年々上昇傾

向にあることと、それと、この制度を見

ていただいたら、ふえるではなかろうか

という見込み、それも考えて３００人と

いう人数をあげさせていただいておりま

す。

　次に、車体表示ラッピングについてな

んですが、これは昨年、道路交通法も改

正されて、自転車は車道左側を通行する

というような法改正がされました。それ

と、過去からある自転車安全利用五則な

どもございます。こういったものを車体

を使って表示することで、走行するバス

に表示することで、市民の方々により多

く目にとまって、その意識が高まるであ

ろうということを期待しまして、表示を

していきたいと考えております。

○木村勝彦委員長　山本土木下水道部参

事。

○山本土木下水道部参事　それでは、藤

浦委員の１回目のご質問にお答えさせて

いただきます。

　６番目の、予算書１３９ページ記載の

道路敷調査業務委託料の内容でございま

すけれども、本市が管理する市道、認定

道路につきましては約２００キロメート

ルございます。しかしながら、大正時代

に村道として認定されて、現在、市制が

制定された後も市道として引き継いだ道

路などでは、現在の市道認定の条件、幅

員が４メートル以上でありますとか、排

水施設などの整備を満たさない道路も数

多くございます。それで、市内全域の認

定道路の状況を調査して、市道の認定基

準である道路幅員４メートル未満の道路

につきましては、今、法定外公共物管理

条例も持っておりますので、それらの仕

分けを行うということでございます。

　次に、７番目の別府１号線の路肩補修

実施設計委託料の内容でございますけれ

ども、別府２丁目の１番から３番地先に

ございます鳥飼水路沿いに、別府１号線

なんですけれども、車道の路肩部分が老

朽化の進行によりまして一部崩壊が起き

ております。転落防止柵にも傾斜等の影

響が出ておりますので、路肩部分の改修

を行うために約１６０メートルほどの区

間なんですけれども、どういう方法でやっ

ていくか、擁壁を立てていくのかという

ことも含めまして、委託をする内容でご

ざいます。

　８番目の狭隘道路につきましてですけ

れども、決算のときに申し上げましたが

いろいろ問題がございます。ただ、助成

はしておらなくても、助成を受けるため

には側溝整備、基準どおりの側溝整備で

ありますとかいうことが出てくるんです

けれども、面積に入れることによって建

たなくなるということがございますので、

その分を自主管理しますと。自主管理の

中で、基準どおりの側溝ではないですけ

れども、４メートルは確保しますので、

それ以外は自分のところでやるんだとい

うような内容もございます。できるだけ

基準に合ったものということではお願い

－14－



をさせてもらっていますけれども、なか

なかそこまでいけていないところはござ

いますけれども、根気よく協議してまい

りたいと考えておるところでございます。

　道路管理事業の光熱水費の照明灯の件

なんですけれども、新たに設置するのは

道路交通課のほうで実施しておりますけ

れども、管理のほうが道路管理課でござ

いますので、私のほうからお答えさせて

いただきます。

　現在、市内の道路照明灯約９００基弱

ございます。先ほど藤浦委員がおっしゃっ

たように、自転車歩行者道路などについ

ている蛍光灯、防犯灯のようなもの約２

００基程度ございます。

○木村勝彦委員長　土井都市整備部次長。

○土井都市整備部次長　それでは、９番

目、千里丘西口のエレベーター設置につ

いてのご質問にお答えさせていただきま

す。

　西口のエレベーターにつきましては、

現在、支障物件の移転が終わっている状

況で、１２月に補正予算をお願いしまし

て、来年度工事を、早く行うことに対し

まして、現在、補助申請、工事発注につ

いて進められているところで、スケジュー

ルにつきましては１２月にご説明させて

いただいたところと今のところ変更はご

ざいません。

　それと、ＪＲ千里丘駅橋上通路整備負

担金についてですけれども、これにつき

ましてもまだ、ＪＲと話がついたわけで

はございませんで、協議を継続している

状況でございます。この予算計上につき

ましては協議が整い次第、整備をしてい

くという形で予算計上をさせていただい

ているものでございます。

　それと、１４番目、新在家鳥飼上線の

整備事業でございますけれども、これに

つきましては、平成２５年度で６件あり

ます用地買収のうち３件の用地契約がで

きる予定と考えております。来年度、残

り３件につきまして、鋭意交渉を進めま

して用地買収を行い、平成２７年度には

工事に入っていきたいと考えております。

○木村勝彦委員長　林建築課長。

○林建築課長　藤浦委員の１２番目の質

問にお答えいたします。

　耐震化率アップの啓発の取り組みと今

後の取り組み計画、目標についてでござ

いますが、現在、まちまるごと耐震化支

援事業、大阪府と事業者とタイアップし

て行っています。３月末には鳥飼地区に

耐震化チラシのポスティングを予定して

おり、あわせて７月には新鳥飼公民館で

市民フォーラムを開催する予定でありま

す。平成２６年度、耐震改修補助額の３

０万円増につきましては、予算件数の６

件と少ない状況になっておりますが、啓

発を進める上で件数がふえた場合につき

ましては、増額補正も視野に入れながら

耐震化率アップに努めてまいりたいと考

えております。

　また、まちまるごと耐震化支援事業の

内容でございますが、大阪府が住まいの

耐震化の取り組みを目指す事業者を登録

し、行政の支援のもと、希望される地域

の方々が事業者を選び、事業者等が住宅

耐震化の勉強会や戸別訪問などを実施し、

個人の皆様に住まいの耐震化を図っても

らい、できるだけ多くの方々に耐震化に

ついて考え、取り組んでいただこうとい

う事業でございます。

　続きまして、１３番目、建築設計監督

事業の営繕的な人員で、この１月末に営

繕係長が退職し、来年度、建築設計監督

事業は人員が不足しているのではないか

というお問いにお答えいたします。

　来年度の建築設計監督事業につきまし

ては、耐震改修工事、教育施設の保全工
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事のピークを迎えており、来年度の建築

設計監督事業の依頼につきましては、現

在、設計委託を含めて４２件、予算額２

０億７，０００万円の依頼がきておりま

す。平成２６年度は現職の２名、再任用

１名、計３名で担当する予定になってお

りますが、人員的には大変厳しい状況と

なっており、人員増の要望もしてまいっ

ておりますが、未確定の状況となってお

るのが実情でございます。

　そこで考えられる手段といたしまして、

工事管理業務委託については設計事務所

等を有効に利用し、管理が有効に機能す

るよう考えてまいりたいと考えておりま

す。

　また、実施設計等の委託につきまして

は、施設管理者とも協力し、協議を効率

的に調整できるように検討いたしまして、

同一建築物で一括してできる工事につき

ましてはまとめるなどしてできるだけ委

託件数を少なくし、発注を行うなど検討

を加え、また、事業をずらすことにより、

工事の集中を避けたいと考えております。

いずれにいたしましても、非常に厳しい

ものがあると考えております。予算の未

執行にならないよう、最大限の努力をし

てまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくご理解賜りますようお願いいたし

ます。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　ありがとうございます。

　それでは、２回目を質問させていただ

きたいと思います。

　まず、１番目の自転車等鉄屑処分金に

ついてですが、もう少し突っ込んで質問

させていただきたいと思います。

　これは以前に実は質問したことがある

んです。入札金額が大体１台当たり１０

０円弱ということでした、そのとき。大

体どこの業者も同じような金額で入札さ

れているということで、非常に安い処理

金額となっていました。

　当時は、ちょうど北朝鮮に自転車が送

られていたのが中止になって、持ってい

き先がないというようなこととか、非常

に質の悪いものがあって、リサイクルに

回している部分がありますね、それが全

部は回すことはできないというふうな答

弁もいただいていたわけですけども、計

算をしてみますと、今、鉄屑の相場とい

うのか、入札の実態を教えていただきた

いんです。大体どれくらいの金額で入札、

落札されているのかということ。多分、

恐らく変わっていないんじゃないかなと

思うんです。大体１台９０円とか１００

円とかいう値段になると思うんですけど。

その上で鉄屑の値段を調べますと、大体

１キロ当たり２５円程度だそうです、２

５円から３０円ぐらいだそうです。自転

車の重量というのは、普通の自転車で大

体２０キロぐらい。スポーツタイプです

ともう少し軽いです。アルミとか使って

いるともう少し、１２キロぐらいまで軽

いのもあるそうですが、大体２０キロぐ

らいです。そうしますと、１台当たりの

鉄屑価格は５００円になるんです。１０

０円で仕入れて５００円で売れるんです。

アルミはキロ７０円ぐらいするんですね。

だから、軽くてもアルミをたくさん使っ

ていると単価は同程度の費用で売れると

いうことで、今、例えば、約１４万円の

予算ということになりますと、大体１台

１００円ぐらいすると１，４００台ぐら

い処分するということになるんです。こ

れを全部鉄屑にすると７０万円、年２回、

１回３５万円、約７万円で入札して３５

万円で売るので、その差額が利益になり

ますね。

　もっといいますと、例えば、５台に１

台はリサイクルに回せる。その１台は３，
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０００円ぐらいでおろせる。大体８，０

００円とかで売っていますから。５，０

００円から８，０００円ぐらいでリサイ

クルに行ったら売っていますから、３，

０００円ぐらいでおろすとします。仮定

すると、リサイクルに８４万円、鉄屑で

５６万円、全部で１４０万円ということ

になります。例えば、３台に１台、リサ

イクルに出していたとしますね。そうす

ると、リサイクルで１３８万円、鉄屑で

４７万円で１８５万円、なかなかのいい

商売やと思います。これは本当に適正な

入札がなされているのかというのが非常

に疑問視することになるんですけども、

その入札の実態を教えていただきたいと

思います。

　それから、２番目のクリーンセンター

の解体工事についてでございますけども、

杭を残すということでございまして、こ

れは杭を残して、悔いが残るんと違うか

と思うんです。実際に土地利用として、

建物が建てるために、その杭を取り除く

となったときには一体どこが出すんでしょ

うか。新しく工作物をつくるところが出

してくれないと思うんです。結局また予

算を組んで、その分を撤去するというこ

とになると思うんですが、その辺の考え

方はどうなるのか。そこには建たないよ

うな計画にしてくださいよということで

注文をつけていくということもあります。

ありますけども、将来、国循がこっちに

やってくるということも考えられること

を想定しますと抜いておくべきものでは

ないかと思うんですが、考え方をお示し

ください。

　それから、予算が決定した後の、工期

も前回平成２５年度予算ですと、もう本

来なら解体工事をやっているということ

になります。近隣に対してもう一回ちゃ

んと説明をしていかないとあかんという

ことになると思うんですけど、予算決定

後どういう工程で、それから、入札が入っ

て、周知説明会があって、工事というこ

とになると思います。その辺の予定を確

認したいと思います。

　それから、同じく吹田市のほうも処理

場の解体スケジュールをとっていると思

うんですけども、新聞を読んでいました

ら、来年度の予算には若干その予算を要

求していますということで載っていまし

たけども、処理場解体のスケジュールに

ついても情報をできたらつかんでおいて

いただいて、摂津市民、周りの近隣は摂

津市民ですから、摂津市民にちゃんと説

明ができるように促していかなあかんと

思うんです。特に、すぐ周辺には住宅地

がへばりついていますので、そういう体

制をとられているのかもあわせてご説明

いただきたいと思います。

　それから、３点目のし尿収集運搬委託

料については、理解はするわけでござい

ますが、距離が遠くなって、トンネルを

通る費用もかかるということで、作業時

間が延びると、特に運搬時間が延びると

いうことですから、一定理解はするわけ

ですけども、何せこれは１社による随意

契約と、やむを得ずそうなってしまって

いるという現状がありますので、この辺

は透明性をできるだけ確保できるように、

それから、公平性を保てるように、今後

ともしっかり取り組んでいただきたいと

いうことで、当然、これはまた毎年減っ

ていくと思うんです、取り扱い量も減っ

ていくと思いますし、その都度適切に処

理をしていただきますようにお願いして

おきたいと思います。その辺の詳しい増

加した、これでこれだけふえたんですよ

と根拠的なものも、今すぐでなくても結

構ですので、また、後でもいいですから

教えていただきたいと思います。これは
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要望としておきます。

　それから、４点目のし尿処理負担金と

浄化槽汚泥負担金の話でございます。

　一応理解したいと思います。なので平

成２６年度からが年間を通じての処理に

なるので、ここからは処理量との関係で

費用が決定されていくというふうに理解

したらいいのかなと思うんですが、以前

に聞かせていただいた中長期の計画の中

では、１０年間ぐらいで大幅に減少させ

るというふうな、そういう話もそれぞれ

の市ともしてあるという話でございまし

たので、これからどんどん減量するため

の取り組みもやっていくということにな

ると思うんですけども、一度その辺のそ

れぞれの市との話をされた中で本市の処

理量、し尿とそれから、浄化槽汚泥の計

画を一応、確認をしておきたいと思いま

す。

　それから、浄化槽の関係につきまして

は、まだ１，５００件以上あったと思い

ますが、平成２３年度から特に東別府地

域での下水管の布設が行われておりまし

て、大幅に減るだろうという期待があっ

て、これも時々、その実態を確認してま

いったわけでございますが、どれくらい

進んだことになるのか一度、進みぐあい

を浄化槽から下水に切りかえていただい

た関係、つかんでいただいていると思う

ので、何％ぐらいとかいう形でもいいで

すので、教えていただきたいと思います。

　それから、５番目の近鉄バスＩＣカー

ドシステム導入補助金と、京阪バスロケー

ションシステム導入補助金のことですが、

一応、これは理解をいたしました。わか

りましたので結構でございます。

　それから、６番目の道路敷調査業務委

託料についてでございますが、昔からあ

る道路について、もう一回調べ直して、

規定に合う、合わないということについ

て整理をするということで、整理をした

後、また、これは整理ができたら今度は

それをどう整備していくかという計画に

もつないでいくんだろうと思うんですけ

ど、その整備をしました。整備をした後、

どういうふうに考えられる、当然これは

きちっとして、将来的には道路として整

備をするという計画になるんだろうと思

うんですが、その辺の展望を教えていた

だきたいと思います。

　それから、７番目の別府１号線路肩補

修実施設計委託料の件はわかりました。

とにかく地域の要望、声をしっかりと把

握していただきまして、改修計画を立て

ていただくということでお願いしておき

たいと思います。これは要望としておき

ます。

　それから、狭隘道路の整備事業につい

てでございますが、先ほどそれでも自主

的に下がった部分、建築面積が足らない

のであれば、自主的に何とか整備だけは

してほしいということをお願いしている

ということでございました。できました

ら、一覧表ぐらいにしていただいて、こ

れは寄附いただきました。この物件は使

用承諾いただきました。これはだめでし

たとかいうことで、一覧表か何かいただ

くと非常にわかりやすくてありがたいん

ですけども、それは一度検討しておいて

ください。

　それで、敷地が狭くて、道路にできな

いということについて、４メートルは、

これは中心から２メートルというのは建

築基準法で絶対にさわらんとあかんです

ね。さわらなだめやし、その部分は何ぼ

自分のところの土地やと主張があっても

建築面積には、敷地面積には入れないと

いう規定になっています。ところが摂津

市はそれにプラス４０センチ側溝分をく

れという話があって、この４０センチが
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実はさらに敷地面積から抜かれるという

ことについて抵抗があるということで、

多分、すったもんだになっているんだと

思うんです。今の条件は３種類、１つは

寄附してもらう。これは全額、整備費の

全額を支給しますよ。それから、使用承

諾、表面の使用承諾をいただくと半額を

しますよということ、２つしかないです。

あとはもう今まで従来どおりに土地とし

てあけておいてくださいということしか

ないと思うんですけど、その中に例えば

敷地面積が足らないということであれば、

ちゃんと４０センチ分も側溝にしてもら

うと。ただし、使用承諾ではなくて、自

主管理になりますね、これは自分のとこ

ろの敷地のままやったら。自主管理をす

る、それから、もしそこを改良したり、

工作物をつくった場合には、補助をした

お金を返金してもらうというぐらいの第

３の道をつくって、同じ半額は補助しま

すけども、そういう念書をとって、もし、

こういう規定に違反したときには全額返

済してもらうというぐらいの一つの逃げ

道的なものもつくれば、敷地としては入

れれますから。多分、固定資産税として

はその分は道路のような形状になっておっ

たら、多分、免除できると思うんです。

してはるところありますから、できると

思うんです。問題は結局、建物を建てる

敷地面積として計上できるか、できない

かという部分が一番のポイントになると

いうことやと思いますので、１回、堅牢

な工作物をつくったら、そう簡単につぶ

れるものではありませんし、故意的につ

ぶさない限りは、４０センチの部分はコ

ンクリートの塊なので、そうつぶれるも

のではないと思うので、そういうことも

知恵としてやってはどうなのかと思うん

ですが、一度、見解を、何とかこれ、道

路を広げていくという方法の中で、非常

にそういう問題になっているという部分

ですので、その見解を一度、おっしゃっ

ていただきたいと思います。

　９番目、ＪＲ千里丘駅エレベーターの

設置のことについては、予定どおりとい

うことでございますから、これは鋭意、

さらに早くなるのは全然問題ありません

から。どんどん早くできたらできるよう

に、早くなってすごく喜んではる、１２

月から秋になったというだけでもすごく

周りの方たちは喜んではりますから、ぜ

ひこれは鋭意努力していただいて、ＪＲ

を促していただきますようお願いしてお

きたいと思います。要望といたします。

　それから、橋上通路の問題ですけど、

これも何度も言っていますけども、早期

に解決していただく中で、有効利用がで

きるように、例えば、広告を張るように

ボードがばっと張ってあるんです。あれ

なんか展示もできるような、人通りが多

いですし、展示もできるようなスペース

にもなりますし、東口側のほうと一体的

にいろんなイベントに使うこともできる

と思うので、有効利用できるように早期

の合意と、それから、前回のあれではエ

レベーターのオープニングのときに同時

にオープニングにできたらしたいという

こともおっしゃっていましたので、なら

ばそのオープニングイベントも何か盛大

にそこをうまいこと利用して、話題性の

あるようなことを考えていただくという

ことで、これは要望としておきたいと思

います。

　それから、１０番目の交通安全啓発事

業でございますが、先ほどのジャンパー

を支給される方、３００人ということで、

これは警察に聞かれている見込み数は多

分、平成２４年度から大阪府警が返納サ

ポート事業というのをやっていますね。

免許証を高齢になって返納すると、タク
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シーを１割減額するという、何か提供し

ているタクシー会社があって、そこに１

割免除してもらえるというような、そう

いう制度をやっていると思いますが、そ

こと多分連携してやっていくんだろうと

いうふうに思うんですが、その辺のとこ

ろ、警察と連携をどういうふうにやって

いかれるのか、当然、警察のほうに返納

された方には摂津市でこんな制度をやっ

てジャンパーいただけますよということ

で案内される、また、こちらでは、そう

いう来られた方については警察のほうに

行って返納サポート制度というのがあり

ますよと、お互いに連携をとられると思

うんですが、その辺のことについて説明

いただきたいと思います。

　それから、バスのラッピング、イメー

ジとして、モノレールが一面にべたっと

チキンラーメンとかいろんなものをラッ

ピングしていますが、あんなもののイメー

ジになるのか、頭の中にイメージをした

いと思いますが、その辺のことと、それ

から、自転車の安全に関する取り組みに

ついては、今までもいろんなことをやっ

てきていただいている中での今回はこう

いうラッピングということで、今は、例

えば、清掃の車なんかでも啓発のテープ

を流していただいているとか、いろんな

ことがあると思うんですけども、例えば、

他市、隣の市では警告切符をつくって、

警告書を渡すんです、警察官が取り締ま

るときに。そういう警告書みたいなもの

をつくることについては考えはないのか。

また、そのほかのいろんな工夫を凝らし

て取り組んでいくことについて考えがな

いのか、もう少し心の内を教えていただ

きたいと思います。

　１１番目の道理管理事業で防犯灯、大

体防犯灯型が２００基ほど管理されてい

るということでございました。あと、道

路交通課では道路灯なんかもありますの

で、道路のやつもあると。道路灯も若干

ＬＥＤ化されてきていますけども、この

２００灯の電灯についてはＬＥＤ化をす

る計画がないのかについて教えてくださ

い。

　それから、１２番目の震災対策推進事

業についてでございます。

　頑張っていただきたいという気持ちが

すごくあって、何とか本当に功を奏する

取り組みにしていただきたいなと思うん

です。目標はちょっと少ないようですけ

ど、６件ということでしたので、それを

超えるような取り組みをぜひやっていた

だきたいと思うんです。

　私、前回の決算のときも言いましたけ

れども、自治会と一緒に、それから、災

害対策とかいう面をあわせて取り組んで

いく、当然、これは耐震化するというこ

とは災害対策なんですよね。強い地域、

倒壊して避難ができないようなそういう

地域をなくしていくという意味でも大き

な取り組みになっているわけでございま

して、耐震化地域マップというものをつ

くられたらどうですかということをちょっ

と提案しました。要は住宅地図に耐震化

されている建物、されていない建物とい

うのを塗っていくと、どの辺が耐震化が

できていないかというのが一目でわかっ

てくるんですけど、それは地域の防災計

画に役立ててくださいということでそれ

を自治会に渡すともに耐震化については

いろいろ協力をいただきたいということ

で進めていくことはできないかなという

ふうに思うわけですけど、前回、提案し

たわけですけど、今回はそういうことに

ついてどう思われるかということをちょっ

と意見を聞いておきたいと思います。

　それから、１３番目の開発指導関係で、

技術者がいなくなったことについて、今
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までもこのことは指摘をされていました。

少ない技術者の中で多くの耐震とか、い

ろんなものを管理していかなあかんとい

うことで、それが要はいろんな支障、例

えば、管理不行き届きといいますか、な

かなか管理できていないということにつ

ながってこないかということを問題視し

ていたわけでございますけど、３名で年

間４２件のいろんな設計やいろんなもの

を合わせてこれを見ていくことになるん

だということでございまして、これは人

事の話にもなりますので、担当課だけで

はもうできませんけど、人事とあわせて

こういう対策はしっかりやらないと、業

者に任すというのも限界があるといいま

すか、また、見る目が違うといいますか、

違うと思いますので、やっぱり責任を持っ

てやる部分、最低責任を持たなあかん部

分は庁内でしっかり人をためてきちっと

やらないといけないと思うんです。そう

いう意味では人事課によく言っていただ

いて、副市長なんかでもどんどん言って、

長期的に考えてくれということを言って

もらわないと、ましてや、ファシリティ

マネジメントをやろうということなんで、

それは誰がやるんですか、技術的なこと

をということで、ぜひこれは強く担当課

のほうに要望していただきますよう、こ

れは要望としておきますのでお願いしま

す。

　それから、１４番目の新在家鳥飼上線

の話については一応、理解はいたします

けども、平成２６年度で３件、平成２７

年度で残る３件ということで、平成２７

年度は設計もやって、工事も平成２７年

度でやるんですか、それは難しいかもわ

かりませんね。平成２７年度で用地買収

して設計やって、平成２８年度の工事ぐ

らいになるかもわかりません。その辺も

う一回精査して、そう言っていいのかど

うか、市民に対してそういう予定ですよ

ということを言ってもいいのか、もう一

回精査してお答えください。

○木村勝彦委員長　江草下水道業務課長

代理。

○江草下水道業務課長代理　２番目の解

体工事の杭の件、将来の取り扱い等につ

いてお答えさせていただきます。

　現在、クリーンセンターにつきまして

は行政財産ということで、下水道業務課

のほうで管理しております。撤去後につ

いては管理を防災管財課のほうに管理し

ていただくという予定をしておりまして、

将来、土地を管理する部署のほうとも協

議を進めておりまして、今現在、藤浦委

員がおっしゃられたとおり、国立循環器

病研究センター等の関連施設がきたり、

将来的には施設そのものがくるというよ

うな予定はされておりますけど、現段階

ではどういう建物、どういう土地利用に

なるということが決まっていないという

状況なので、今回の取り壊しの工事の中

では、杭は残すという形になりますけど、

将来、どこに杭が存置しているかという

ような形の図面等を作成しておいて、本

当に建物等に支障になるとき、その杭だ

けを撤去しようというような形で市の内

部のほうで協議した結果、今回、杭につ

いては存置して撤去工事を行うというこ

とになったものでございます。

　クリーンセンターの撤去工事の工程に

つきましてですけど、先の２月２０日の

建設常任委員協議会でご説明させていた

だいたとおり、予算が認められましたら

６月ごろには業者の方を決定させていた

だきまして、速やかに工事の説明を周辺

住民等に実施させていただく予定といた

しております。

　吹田市の工事の状況でございますけど、

吹田市の正雀処理場の解体につきまして
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は、平成２６年、２７年の２か年で工事

を予定されておりまして、平成２６年の

工事費につきましては、吹田市も３月の

議会のほうで予算要求をされております。

吹田市は今年度につきましては土地の土

壌調査におけます土地の利用履歴調査、

これにつきましては、平成２５年度中に

完了し、引き続き平成２６年の土壌調査

も平行して行っていくとお聞きしており

ます。

　今後も引き続き、吹田市との連絡を密

にとりまして、工程と工事の状況等情報

収集に努めてまいりたいと考えておりま

す。

　続きまして、４番の負担金等の関係で、

豊能町と茨木市との協議の状況、今後、

どのように減量を図っていくかという話

の中身はということなんですけど、今現

在も公共下水道への切りかえの啓発等行っ

ておるんですけど、豊能町、茨木市との

協議の中では、し尿及び浄化槽をあわせ

て１年間で２００トンずつぐらい減少し

ていく。この２００トンにつきましては、

最近５年ぐらいの平均値なんですけど、

それぐらいを目標に、減ってきたらこの

を２００トンの幅を達成するのがしんど

くなると思うんですが、これにつきまし

ては普及啓発等を継続的に行いまして、

目標の達成につなげていきたいと考えて

おります。

　あと、最後に浄化槽から公共下水道へ

の切りかえの実績でありますけど、これ

は２月末現在ですけど、１１９件の浄化

槽のお宅が公共下水道への切りかえの工

事を実施されております。

○木村勝彦委員長　押部道路交通課長代

理。

○押部道路交通課長代理　１番目の自転

車等の鉄屑処分金の関係で、入札の実態

ということですけれども、現状は古物商

の資格を持った業者５社の競争見積もり

というような形をとらせていただいてお

ります。１台当たりの処分量なんですけ

ども、正直申し上げまして、これはその

ときの業者の必要度に応じてかなり大き

く変動しております。１台当たり高いと

きですと、先ほど藤浦委員は１００円と

おっしゃいましたけども、４５０円ぐら

いのときもありますし、低いときは逆に

１００円を切るときもあります。平成２

０年度以降の決算の状況からいきますと、

平成２０年度が１台当たり約１６０円、

平成２１年度が４９０円、平成２２年度

が４５０円、平成２３年度が４１０円、

平成２４年度が２９０円ぐらいになって

おります。平成２５年度につきましては、

先ほど課長が申し上げましたように、予

算要求の段階で９月までの実績なんです

けども、約３３０台の処分で７万６，０

００円ほどの金額になってございますの

で、おおむね２３０円から３５円ぐらい

が１台当たりの処分料というような形に

なっているのが現状でございます。

　それと、５番目の近鉄バスの関係なん

ですけど、１点だけ補足させておいてい

ただきます。

　補助金交付の際に、システム導入する

近鉄の総運行距離に対して市の運行距離

で案分させていただいていると申し上げ

たと思います。ただし、現在、市内循環

バス運行補助金というのを近鉄バスに対

して中央環状線以西、運行しております

ので、それに対して年間１，０００万円

補助金を交付いたしておりますので、そ

の距離を算定の根拠に入れますと、補助

金の二重支給のような形になってしまい

ますので、あくまでも市内循環バスに導

入されるＩＣカードシステムに関しては、

現状、交付させていただいております市

内巡回バス運行補助金の範疇でやってい
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ただきたいということで、今回の算定の

基礎から外させていただいておりますの

で、その点だけ補足させていただきます。

○木村勝彦委員長　石川土木下水道部参

事。

○石川土木下水道部参事　藤浦委員の３

番目の質問の中で、正雀処理場の撤去に

伴って、本市の体制はどうなんだという

ご質問がございました。

　このことにつきましては、都市整備部

ですとか、騒音振動については環境政策

課のほうも関係してきますので、そういっ

た関係部署と協議を行っておりまして、

処理場の撤去に伴う市民からの問い合わ

せについてはそういった関係部局と綿密

に調整しながら、連携をとりながら対応

していきたいと考えております。

○木村勝彦委員長　永田道路交通課長。

○永田道路交通課長　それでは、藤浦委

員の１０番目の質問に対して、２回目の

質問にお答えさせていただきます。

　まず、ジャンパーに対して、警察との

連携でございますが、今現在、所轄警察

のほうとは打ち合わせしておるところで

ございまして、警察の窓口のほうにそう

いった事業をＰＲしたチラシ、あるいは、

掲示板へ掲げさせていただきたいという

ような内容で調整しております。

　それから、バスのラッピングのイメー

ジについてでございますが、藤浦委員が

おっしゃるようにモノレールにあるラッ

ピング、あのような形では考えておるん

ですけども、デザイン、文言については

具体的にこれから検討していきたいと考

えております。

　それから、自転車の安全利用の取り組

みについてでございますけども、警告切

符につきましては、行政のほうで切符を

切るということはできませんので、所轄

警察のほうの役割になってこようかと思

うんですけども、そうしたら、市はどう

いうふうな取り組みを考えているかにな

るんですけども、市のほうとしましては、

現在も取り組んでいる啓発活動を引き続

いて次年度以降も取り組むとともに、現

在、自転車安全利用倫理条例に基づいた

専属の職員がおります。その職員が現在、

駅周辺だとか、交通量の多い部分につい

て啓発活動で週２回ほど１１月からやっ

ております。その中で、やはり危険な自

転車運転をしている方々に対しては指導

なり、警告なりをしておるところでござ

います。

　あと、交通指導業務で委託している、

青パトのほうになるんですけども、そち

らのほうについても危険な自転車運転者

に対しては注意、指導をしておるところ

でございます。

○木村勝彦委員長　山本土木下水道部参

事。

○山本土木下水道部参事　それでは、藤

浦委員の２回目の質問にお答えさせてい

ただきます。

　道路敷調査業務の内容でございますけ

れども、本来、市道認定のためには道路

敷の権原所有権や使用権を取得している

ことが必要でございまして、今回の委託

によりまして、道路の所有権などを調査

するとともに、認定基準を満たさない道

路につきましては、十分な検討の上、法

定外公共物として管理する、検討を行い

ながら、また、所有権、道路使用権をい

ただいた場合には市道の再編成、新たに

市道に戻すということも考えておるとこ

ろでございます。

　狭隘道路についてでございますけれど

も、前回の決算のときにもお話しさせて

もらったんですけれども、建築の工期が

決められているという中で、申請手続の

事務に時間を要するために自主管理とい

－23－



うようなこともされたこともございます

ので、現状では道路使用権もいただけま

せんですけれども、その敷地内に同等の

ものをつくっていただくように、建築課

と一緒になってお願いなりさせてもらっ

ている状況でございます。

　それと、道路照明灯、防犯灯のような

自歩道照明ですけれども、現状あるもの

につきましてすぐにＬＥＤ化ということ

まではなかなか手が出ないところでござ

います。ただ、建てかえの際には新たに

柱だとか、灯具が老朽化した場合には、

自歩道の分ではないですけれども、ＬＥ

Ｄ化したこともございます。また、自歩

道ではございませんけれども、今年、阪

急正雀駅の下のガードについて、蛍光灯

がついておりましたのをＬＥＤ化させて

もらいまして、２６灯つけさせてもらっ

ているということはございます。また、

新規については道路交通課のほうで所管

しておりまして、今年度、新たに自歩道

につける分につきましてはＬＥＤ化を進

めていく予定でございます。

○木村勝彦委員長　林建築課長。

○林建築課長　藤浦委員の２回目の耐震

化地域マップの作成についてでございま

すが、現在、大阪府と連携して行ってお

ります、まちまるごと耐震化支援事業の

中で、地域調査時にそういう調査ができ

ないか、一回、民間事業者と調整してま

いりたいと考えております。

○木村勝彦委員長　土井都市整備部次長。

○土井都市整備部次長　それでは、１４

番目の新在家鳥飼上線のスケジュールに

ついてのご質問ですけれども、現在、設

計につきましては、概略設計のほうがも

う既にできております。ですから、平成

２６年度に用地が予定どおり買えました

ら、予定どおり平成２７年には工事に着

手できると考えておりますけれども、用

地交渉につきましては、相手がおられる

ことですので、今後、用地買収に鋭意取

り組んでまいりたいと考えております。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　３回目となりますので、

ほとんどは要望とします。

　まず、１点目、自転車鉄屑処分金につ

いては、以前、質問したときに比べると

随分変わっていることはよく理解できま

した。今後とも健全な入札が行われるよ

うに、しっかりと取り組んでいただきた

いということを要望しておきたいと思い

ます。

　それから、２番目のクリーンセンター

の解体工事についてでございますけども、

杭の件はわかりました。そういえば、摂

津小学校の味舌体育館の工事のときも杭

を残したままで工事をしたというふうな

記憶を思い出しました。給食棟の建てか

えのときですね。そういうことで最大に

経費を削減するという考え方のもとで、

今後ともお願いしたいと思います。

　それから、解体工事につきましては、

特に住宅が隣接しておりますので、近隣

に対する説明責任をきちっと果たすとと

もに、特に、業者には配慮するようにご

指導いただきたいと思います。

　また、吹田市側の工事についてもしっ

かり連携をとっていただきながら、特に

近隣に対しての説明責任と配慮をするよ

うに働きかけをお願いしておきたいと思

います。これは要望といたします。

　それから、し尿の負担金と浄化槽汚泥

の関係でございますけども、とにかくこ

れからは減少させるための取り組みとい

うことになると思います。水洗便所改造

助成金の件、秘策を言われていましたけ

ども、いいころ合を見計らって、１１９

件、今、東別府地域が何％ぐらい進んだ

のかということで、その辺の兼ね合いも
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ありますし、とにかくゼロを限りなく目

指して、これからも鋭意工夫をしていた

だきますよう、お願いをしておきます。

要望としておきます。

　それから、６番目の道路の再調査につ

きましても、まず、実態を調べるという

ことでございますから、調べて、その上

でどういう形で管理をしていくかという

ことも明確にしていただきたいというこ

とで、特に法定外公共物というくくりに

なりますと、非常に曖昧な管理になりま

すので、そうならないように管理体制も

しっかりと構築していただきたいという

ことを要望としておきたいと思います。

　それから、狭隘道路でございます。狭

隘道路も毎回、私が、くどいぐらい質問

していると思いますけど、それぐらい頑

張ってほしいと思っているんです。特に、

前も何回も言っていますけど、行政の姿

勢、態度、ここだけは曖昧さを残すよう

なことのないように、水も漏らさぬ厳し

い取り組みやと、その業界に響き渡るぐ

らいの、絶対に負けへんというその信念

を持ってやったいただきたいんです。こ

れはほんまに業界はそういうものを、横

の連携で、あそこはこんな対応や、こん

な対応やということで広がっていくんで

す。だから、ぜひそのところは襟を正し

て、業者にも断固たる態度で、絶対許さ

ないという態度でお願いしたいと思いま

す。これは要望としておきます。

　それから、交通安全の啓発関連につい

てでございますけども、これにつきまし

ても、自転車安全利用倫理条例もつくっ

ておりますし、これは本当に実効性のあ

るように、さまざまに知恵、工夫を重ね

ていただいて努力をお願いしたいと思う

んです。要望としておきます。エールを

送っておきたいと思いますのでお願いい

たします。

　それから、道路管理課が管理されてい

ます防犯灯の件でございますが、ＬＥＤ

化はなかなかすぐは難しいということで

ございましたけど、順次ではあるでしょ

うけども、ＬＥＤ化を進めていただきた

いということをお願いしておきたいとと

もに、管理体制を一度、時がきたら見直

していただきたいと思うんです。という

のは、昔は自治会管理という防犯灯、今

も若干管理体制はしますが、今回からは、

この４月からは一応、市のほうで全て管

理するということになりますから、窓口

は自治会のほうにお願いするということ

になるんでしょうけども、費用面につい

てはもう市が一括で管理するということ

になりますので、今も実はややこしいん

です。防犯灯の球が切れた、じゃあ、自

治会か、市直轄かという、ややこしいの

があるんです、ところどころ。そういう

のはもうややこしいから、自治振興課やっ

たら自治振興課で一括で管理するとか、

管理体制は一度見直していただいたほう

がわかりやすい。言っていくのに。市役

所でも、これは自治振興課と違います、

道路管理課ですとかいって言われて振り

回されることにもなりますので、一応、

考えてください。これは要望としておき

ます。

　それから、震災対策事業につきまして

も、建築物耐震改修促進計画、平成２７

年度までということでございますので、

あと２年、とにかく９割目指して全力で

頑張っていただきたいということをお願

いしておきます。

○木村勝彦委員長　藤浦委員の質疑が終

わりました。

　暫時休憩します。

（午前１１時５２分　休憩）

（午後　０時５７分　再開）

○木村勝彦委員長　休憩前に引き続いて、
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再開いたします。

　江草下水道業務課長代理。

○江草下水道業務課長代理　午前中の藤

浦委員からのご質問で、浄化槽から公共

下水道への切りかえが１１９件とお答え

しましたけど、藤浦委員のお問いは東別

府地域に限ってということだったようで、

私のほうの聞き間違いで、東別府地域に

限りましては、１１９件のうち８８件が

対象となっております。

○木村勝彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　それでは、私のほうか

ら、藤浦委員の質問も参考にしながら、

質問させていただきます。

　まず、１点目、予算書の２９ページ、

自動車と自転車の駐車場使用料について

お尋ねしますけども、平成２６年度から

新たな指定管理者先が決まって、これか

ら５年間スタートするということでござ

います。一覧表を、予算概要の最後のほ

うにつけてもらっているんですけども、

これで各指定管理先の予算額がわかるよ

うになったんですけども、これは予算管

理がしやすいようにこれをお願いしてこ

の表ができ上がっておりますので、それ

に基づいてお尋ねしますけども、駐車場

使用料、歳入が１億２，１７４万６，０

００円ということで、２９ページに書い

てありますけども、それとあわせて指定

管理の総委託料は１億４，２２５万８，

０００円、それと土地の借上料、１，７

１８万７，０００円、これも足していく

と、駐車場にかかわる経費です。収入が

１億２，１７４万６，０００円というこ

とで、差し引きしますとトータルで３，

７６９万９，０００円の赤字といいます

か、それが駐車場にかかわる経費という

ことになるんですけども、わからないの

はこの収入の中で各駐車場ごとの収入金

額、これがわかりませんので、できまし

たら、指定管理者一覧表に書いている予

算額に合った形で収入額がわかったら教

えていただきたいと思います。

　それと、駐車場土地の借り上げをフォ

ルテが１０８万円、モノレール駅が１，

０９３万円、摂津市駅前及び千里丘駅東

が５１７万７，０００円で土地を借りて

いるわけですけども、これの借り手とい

うか、どこから借りているのかというこ

とと、これの単価、平米数がわかれば単

価が出ますので、幾らで借りていますか

ということでお尋ねいたします。

　それと、もう一点、正雀駅南自動車駐

車場ということで、ここについては指定

管理にもなっていません。ただ、土地を

２０５万２，０００円で借りています。

運営は民間にお任せして、歳入も入って

きていませんし、歳出もしていませんと

いうことで、この運営形態について教え

ていただきたいということと、過去の経

緯がいろいろあってこういう形になっと

ると思うんですけども、そこのところを

一度、説明をお願いいたします。

　２点目は４７ページ、土地貸付収入６

２万４，０００円、これは先ほどの補足

説明の中で、交通安全自動車協会へ土地

を貸している値段だということでありま

したけども、これの面積と単価は幾らで

貸しているのかということで説明をお願

いします。

　それと、１３７ページの大阪府道路協

会負担金ということで５万４，０００円

かかっていますけども、ここで聞きたい

のは、大阪府摂津市に走っている府道の

絡みで質問したいんです。該当するのは

これしかなかったんで、この金額で聞き

ますけども、摂津市内には市道と府道が

あって、摂津市民は市道も使うし、府道

も生活道路として使っています。そういっ

た中で府との連携、府へ摂津市民が要望
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する場合にはどうなっているのかという

連携というか、協議会というか、そうい

うものがあるのかどうかということと、

現在の取り組みについて一度、お聞かせ

をいただきたいと思います。

　それと、１３９ページの防犯カメラ、

先ほど藤浦委員も防犯カメラで質問され

ていましたけども、これの保守点検委託

料が１８万３，０００円ということであ

ります。実際のどこの場所なのか、どう

いった形で点検されているのかというこ

とを一度、お聞かせ願います。

　それと、防犯カメラ、今後の設置予定

はあるのかどうか、計画があるのかどう

か。

　次に、放置自転車等対策指導委託料と

いうことで、１，２６７万６，０００円

ということで計上されていますけども、

これは、決算審査の委員会で、前は自転

車利用者指導委託料ということで計上し

ていましたけども、私がこの自転車利用

者指導委託料は何ですかと聞いたときに、

これは放置自転車対策ですということだっ

たんで、これは名称が変わってきてこう

いう形で計上されていますけども、前年

度は１，５６７万６，０００円、ことし

は１，２６７万６，０００円ということ

で、３００万円ほど減額になっています

けども、そういうことなんですかね。

　だから、数字が、記目も変わったんで、

数字も変わったんですか、その中身はど

うなっとんですかということと、この放

置自転車、平成２４年度決算では１，７

９１台の放置自転車がありましたという

ことで報告されてるんですけども、その

場所ごとの、どこが一番多いのか我々知

らないんで、千里丘なのか、正雀なのか、

南摂津駅、それ以外の公共施設かね。あ

るいは、一般道路等々ね。これは、場所

毎の統計はとられとんですかということ

で、もしそれがわかれば教えていただき

たいと思います。

　１３９ページのバスのＩＣカードシス

テムについて、私、質問しようと思っとっ

たんですけども、先ほどの藤浦委員の質

問でわかりましたんで、これはもう省か

せていただきます。

　次に、１４１ページの橋梁修繕実施計

画委託料、４００万円計上されています

けども、摂津市の橋梁長寿命化計画では

３９橋を対象にしましたと。それを、今

後点検、年度を決めていきますと。５年

ごとにしますという計画になっとんです

けども、平成２６年度はどういう橋梁の

点検をされるのかということと、柳田橋

の耐震補強工事は今年しますけども、そ

れはどういった観点というか、どこが悪

くて、どういう判断で耐震補強工事をす

るんですかと。その工事内容について、

わかる範囲で教えていただきたいと思い

ます。

　それと、これに関連して、摂津市には

市道と府道があって、府道にも橋がかかっ

ています。宮鳥小橋とか、ああいう橋に

ついては問題はないのか。摂津市の橋は、

もうこの点検計画に基づいて５年ごとに

していきますけども、多分府道にかかわ

る橋も、府が点検計画をつくってしてい

ると思うんですけども、その情報は市に

入ってきとるんですかということなんで、

実際、現在の状況はどうなっているのか

ということをお聞かせ願います。

　それと、この市内認定道路再編成事業、

新規で２００万円。先ほど藤浦委員も質

問されてましたけども、大体概要はわかっ

たんですけども、これが出てきた、しよ

うと思った理由が聞きたいんですよ。そ

れで、何か理由があって、根拠があって

そういうことになったと思うんですけど

も、それだと、予算概要の８２にページ
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に、道路敷調査明示事業があるんです、

別途ね。これはいろんな市内でそういう

問題があったときに、多分立ち会って、

指導もしくはいろんなことをしていると

思ったんですけども、今回この新規事業

の市内認定道路再編成事業ということを

やりますけども、その理由が何かという

ことと、今年はどこにするのかというこ

とと、わかっているのかということと、

あと今後、これはどういう形で進むのか、

その方向性について一度お聞かせ願いた

いと思います。

　それと、予算書１４１ページの交通安

全対策工事、８００万円の計上をされて

います。この中身を見ると、道路照明灯

のＬＥＤ化で１００万円、雑工事で２０

０万円、交通バリアフリーで５００万円

ということで、８００万円の中身が、こ

れ予算概要を見ると記載されていますけ

ども、先ほどもＬＥＤ化の話があったん

ですけども、今後の計画があるのかどう

かという。先ほど老朽したら、そのとき

にＬＥＤ灯をつけますという話だったん

ですけども、こういうことに対して国の

補助とか、そういう情報はあるのか、な

いのか。防犯灯のＬＥＤ化については、

そういう国の動きもあったんで国の補助

もついたんですけども、これは一切国の

補助何とか、ないですよね。そういう動

きはないのかと。情報入っていないのか

ということをお聞かせ願います。

　それと、それに関連して、この交通安

全対策工事というのは、予算概要、交通

安全推進事業の中にも３２３万円、修繕

料も３２０万円が計上されとるんですけ

ども、これの交通安全対策工事、何をさ

れるのかお聞かせを願います。

　また、同じく８２ページに交通安全対

策工事として、道路反射鏡設置事業２５

０万円、１２基というのが載っとるわけ

ですよ。至るとこに交通安全対策工事が

出てくるんですけども、これは款・項の

区分の中でこういう形になっとるか知り

ませんけども、トータルしますと、これ

は１，４００万円弱ぐらいあるんですけ

ど、これいろいろ分かれとるんですけど、

非常に見にくい予算書になっとるんです

けども、この中身についてお聞かせ願い

ます。

　それから、この道路反射鏡設置は毎年

設置していくんで、ことしは１２基です

ということがあって、これの計画等々に

ついてお聞かせを願います。

　次に、１４３ページの排水路費の修繕

料３，７２４万２，０００円。これの主

な中身は、ポンプの修理２台分だという

ふうに理解しますけども、この中身につ

いて、ポンプ修理２台分だけなのかとい

うことと、ポンプ場にかかわる、２２か

所の施設がある。そのほかについてはど

うなっているのかということと、毎年、

去年もポンプを修理したと思うんですけ

ども、今年は２台します。その理由は、

どういう形で２台するのかということと、

まず、最初にそれだけお聞かせ願います。

　次に、１４５ページ、耐震改修補助金

について、先ほど藤浦委員もこれ質問し

ていましたけども、私、非常に気になっ

たのは、この補助制度はいつまで続くの

かということがね。中長期的に、２年な

のか、３年なのか、５年なのか、１０年

なのか。今すぐ改修をしなければならな

いのかということで、それがどういう時

限立法的にあるのかどうか、その計画に

ついて一度お聞かせ願います。

　次に、１４９ページの緑化推進連絡会

補助金１４４万２，０００円。緑の基本

計画のパブコメをして、緑の基本計画を

つくっていくんだということで、その中

でやっぱり中心になるのは、緑化推進連
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絡会が中心になって、市民、あるいは事

業者、市と、この協働体制をつくり込ん

でいくんだということの中心になる組織

だと思うんですけども、この連絡会の最

近の活動内容、会員数、会員の構成、一

般市民が多いのか、事業者も入っている

のか、そういったことも含めてお聞かせ

願います。

　それと、この決算、この会の運営は補

助金のみでやっとるのか、会費を徴収し

てやっとるのか。そこらも含めて、一度

説明をいただきたいと思います。

　それと、１４９ページ、公園台帳作成

委託料１３０万４，０００円計上されて

いますけども、この公園台帳というもの

は、毎年作成していくものなのか、今の

完成度がどれぐらいであって、最終的に

はどういう形でこの公園台帳がつくられ

て、それをどういう形で運営、利用して

いくのかということについてお聞かせを

願います。

○木村勝彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、上

村委員の１回目の質問にお答えさせてい

ただきます。

　橋梁の件についてなんですけれども、

橋梁点検業務委託料として５００万円上

げさせていただいていますのは、橋梁長

寿命化計画をさせていただいたのが３９

橋、１５メートル以上と、一部１０メー

トル以上のものを３９橋、５年に一度と

いう形で上げさせてもらっております。

今、現在１６９橋ございまして、長寿命

化計画をしたのが３９橋。残りの１３０

橋、小規模な橋でございますけれども、

それにつきましても同じような点検が必

要だろうということで今回。５年に一度

ということなんで、数字的に３２橋程度

というふうに考えておるとこでございま

す。

　橋梁修繕実施計画委託料４００万円に

つきましては、長寿命化の中で行ってい

く。今回は新在家鳥飼上線にございます

鳥飼野々の鳥飼水路にかかっております

橋を、４００万円をもちまして実施設計

をするんだという計画を立てておるとこ

ろでございます。

　道路協会の分での府と市とということ

なんですけども、道路協会の負担金は道

路交通課のほうで負担しておりますけれ

ども、府道と市道というお話の中では、

道路管理課、道路交通課が一緒になって、

皆さんの要望だとかという内容を府さん

のほうにお伝えしている状況はございま

す。中央環状線等、一部補修する際には、

ここを補修しますよという情報をいただ

いたりしますので、私どもが中に入って、

自治会の方にご案内を事前に会長さんに

させてもらうだとかという情報が入れば、

そういうことはさせていただいていると

ころでございます。また、要望もあれば、

市のほうから要望をまとめて、こういう

要望がありますよという要望カードを茨

木にお持ちしているというようなことは

させてもらっております。

　市道認定の再編についてなんですけれ

ども、どういう問題があったかというお

問いだったかと思いますけれども、先ほ

ど申し上げましたけれども、今の市道認

定の条件に合っていないというところが

ございまして、通常でしたら４メートル

以上あるのが市道だというふうには、今

の認定基準ではなっているんですけども、

古くなっているものをそのまま市道とし

て引き継いだ経過がございます。ただ、

市道という中で権原がとれていないこと

もございますし、開発でありますとか、

建築の際に、市道でありながら幅員がな

いということが指摘されることもござい

ましたので、管理区分を明確にしたいと
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いうことで、まず調査をということを考

えているところでございます。

○木村勝彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、上村委

員のご質問にお答えさせていただきます。

　まず、自動車と自転車の駐車場ごとの

歳入歳出についてでございますが、各施

設ごとに、数字をもって述べさせていた

だきます。少し時間がかかりますけども、

ご了承願います。

　まず、予算概要２０８ページに記載し

ております、上から順を追って説明させ

ていただきます。

　まず、摂津市駅前第１自転車駐車場、

これの予算額、全て当初予算の平成２６

年度の予算額で説明させていただきます。

１，５４８万６，０００円に対しまして、

歳入予定額が１，００７万４，０００円

を見ております。赤字といいますか、一

般財源のほうからの予算としましては５

４１万２，０００円となっております。

　それから、摂津市駅前第２自転車駐車

場につきましては、１９９万３，０００

円の予算額歳出に対しまして、歳入予定

が１３７万９，０００円。これも一般か

ら６１万４，０００円の予算をいただき

たいと思っております。いわゆる赤字と

いうことですね。

　それから、千里丘駅東自転車駐車場に

つきましては、２２６万８，０００に対

して、歳入の予定が８０２万３，０００

円。これは収入が黒字となって、５９３

万５，０００円の黒字の見込みでござい

ます。

　それと、摂津市駅前自転車駐車場につ

きましては、これは、その施設の中に自

動車駐車場もございますので、２つあわ

せて歳入と歳出のほうを述べさせていた

だきたいと思います。

　歳出に関しましては、８８２万５，０

００円。これに対しまして歳入のほうが、

まず自転車駐車場のほうが７２６万３，

０００円。それから、自動車については

７１万７，０００円の歳入の見込みです。

トータルしてマイナス８４万５，０００

円です。

　続きまして、南摂津駅前第１自転車駐

車場、これにつきましては、５２３万４，

０００円に対しまして、歳入の予定が１，

１０６万８，０００円。６３７万４，０

００円の黒字。

　それと、南摂津駅前第１自動車駐車場、

これにつきましては、４４９万円に対し

まして、歳入の見込みが３７６万７，０

００円。マイナス７２万３，０００円で

す。

　それから、南摂津駅前第２自転車駐車

場、第２自動車駐車場、合わせて１，８

０７万３，０００円に対しまして、これ

につきましては、両方合わせての歳入が

９８９万８，０００円。マイナスが８１

７万５，０００円となっております。

　続きまして、南摂津駅前第３自転車駐

車場につきましては、５８８万９，００

０円の予算額に対しまして、歳入の予定

が８４８万８，０００円。２５９万９，

０００円の黒字の見込みでございます。

　最後に、フォルテ摂津自転車駐車場に

つきましては、下から５行目ですね、４，

０９１万７，０００円の予算歳出に対し

まして、歳入見込みの金額が３，７０３

万３，０００円。マイナス３６１万４，

０００円。それから、自動車駐車場につ

きましては、３，９０８万３，０００円

に対しまして、２，３０４万８，０００

円。マイナス１，６０３万５，０００円

となっております。

　委員がおっしゃるように、トータルで、

歳入が、１億２，１７４万８，０００円。

歳出につきましては１億４，２２５万８，
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０００円で、トータル、マイナスとしま

して２，０５１万円となっております。

　続きまして、土地の借上料につきまし

てですが、１０８万円につきましてはＪ

Ｒ西日本から借地している料金でござい

ます。面積が６２６平方メートルでござ

います。

　それから、単価につきましては、年間

で、平方メートル当たり１，７２５円と

なっております。

　続きまして、千里丘駅東のＪＲ沿いな

んですが、これも５１７万７，０００円

についてはＪＲ西日本から借りておりま

す。面積につきましては６３０平方メー

トル。

　それと、今の５１７万７，０００円に

ついては、平方メートル当たり５，５６

３円、年当たりですね。

　それと、最後に１，０９３万円につき

ましては、これは民間、個人のお二方か

ら借りております。面積でいいますと、

お一方が１，４７３．９４平方メートル。

もうお一方が７０．１１平方メートル。

単価でいきますと、平方メートル当たり、

年間７，０３５円。それと、もうお一方

については７，０３２円。ちょっと端数

の処理の関係で若干単価が違っておりま

すけども、ほぼ同額。こういった内容に

なっております。

　歳入歳出と土地の借上料、合わせまし

て３，７６９万７，０００円の赤字とい

いますか、そういう形になっております。

　それから、正雀駅南の２０５万２，０

００円、これについてなんですが、これ

は府営住宅の建設の際の残地ということ

で、大阪府と摂津市のほうで行政財産の

使用許可を市のほうが契約していまして、

その中の土地の使用料として２０５万２，

０００円を当初予算で見込んでおります。

管理運営につきましては、そこの場内の

整備費を収入で償還をするということで、

民間会社のほうに管理運営をしていただ

いているところでございます。

　続きまして、６２万４，０００円の摂

津交通安全自動車協会の貸付収入につい

てなんですが、これは、単価としまして

は、月５万２，０００円。契約面積とし

ましては、１２４．３６平方メートルを

貸しているという内容になっております。

　それから、続きまして、先ほども道路

管理課長が府道との連携について答弁さ

せていただいたんですけども、上村委員

のご質問の負担金の内容について少し説

明させていただきますと、この負担金に

つきましては、道路整備を促進するとい

う目的で、大阪府の府下の市町村が会員

になっておりまして、相互の連携を図っ

て、もって交通の発展に寄与し、公共の

福祉の増進に寄与することを目的とした

団体として、負担金の内容につきまして

は、道路整備事業促進だとか、要望、調

査研究、講習会などの開催に伴う負担金

という内容になっております。

　それから、防犯カメラの保守点検１８

万３，０００円なんですが、千里丘駅東

自転車駐車場への６台と、モノレール南

摂津駅第１、第３への７台、計１３台の

保守点検料となっております。

　今後の設置につきましては、予定はし

ておりません。といいますのは、私ども

は駐車場を管理しております関係上、も

う既にカメラが設置されておりますので、

今後は、計画というのはございません。

　それから、放置自転車の、昨年度が１，

５６７万円で、平成２６年が１，２６７

万円、３００万円の減の理由でございま

すけども、駅前の放置自転車をなくす指

導業務でシルバーのほうに委託しておる

内容になっておるんですけども、仕様書

の内容の変更、人員配置の変更を見て、
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経費削減を目的と、あと放置自転車がやっ

ぱり年々減っておる関係上、今までして

いた体制を見直ししまして、減少に努め

て、それでも対応ができるという判断を

もって、人員を減らすことで３００万円

の減額をさせていただいている内容でご

ざいます。

　それと、交通安全対策工事の８００万

円の内容で、委員がおっしゃるように、

照明が１００万円、雑工事が２００万円、

バリアフリーが５００万円。その中で、

照明１００万円の内容についてなんです

が、設置の目的としましては、要望のあ

る箇所、交差点だとか幹線道路について、

要望があるところに対して設置をしてい

く予算となっておりまして、建柱式でい

きますと１本がやっとという金額です。

もし電柱に共架が可能であれば２本はい

けるかなという予算を組んでおります。

今後の計画としましては、その年の要望

箇所に合わせて設置していきますので、

全体計画に基づいてという内容ではござ

いません。

　続きまして、交通安全推進事業の３２

３万円の中身なんですが、これにつきま

しては、夜間の点滅鋲の設置、それと、

信号の設置、これは、要望に基づいて、

設置自体は摂津警察署の話になってくる

んですけども、設置が可能になった場合

に、その信号周辺の交差点の改良工事と

いうのを伴ってきますので、その予算を

見ております。トータルで３２３万円と

いう予算を計上させていただいておりま

す。

　それから、反射鏡の設置につきまして、

２５０万円という予算なんですが、これ

も同じく要望に基づいて、今年でしたら、

年間で３１か所の要望があったんですけ

ども、その中でいろんな現場の条件を見

て、設置が可能なところについて検討を

した結果、つけていくわけなんですけど

も、その予算を２５０万円、およそ１２

基というふうな形で見ています。ただ、

これも電柱に共架できれば単価は安くな

りますでしょうし、あるいは、電柱共架

ができなくて建柱式のカーブミラーにな

れば単価も上がりますので、１２基と言

わず、もっと増えるかもわかりませんし、

ひょっとしたら減るかもわかりません。

その予算に応じて対応させていただきた

いと考えております。

○木村勝彦委員長　押部課長代理。

○押部道路交通課長代理　今の防犯カメ

ラの関係と放置自転車の関係で答弁が抜

けておったところを補足させていただき

ます。

　まず、防犯カメラにつきましては、今

回点検させていただくのは、平成２１年

度に大阪府のほうの補助金を活用させて

いただいて、１００％補助金活用という

形で設置をさせていただいた１３台につ

いて、今回、保守点検させていただくこ

とになっております。

　以降の設置予定なんですけども、先ほ

ど課長申し上げましたように、平成２１

年度と平成２３年度、この２か年でまず

４２台ほど、現行の市営の駐輪場、駐車

場のほうに、既に防犯カメラを設置完了

いたしておりまして、以降につきまして

は、一定、防犯状態というのを把握でき

るだけの状態の設置はもう終わっておる

んですけれども、もし今後、府のほうか

ら再度同じような形で１００％の補助金

を活用しての設置等に向けました申請等

があるようでしたら、そのときには、ま

た対応を考えていきたいというふうに考

えております。

　それと、放置自転車ですけども、撤去

台数のお問いがあったと思いますけれど

も、抜けておりました。平成２５年度に
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つきましては、この２月現在で、放置自

転車の撤去台数、総数１，５３２台撤去

いたしております。そのうち、千里丘駅

西周辺で４１２台、これパーセンテージ

にしますと、大体２６．９％。千里丘駅

東周辺、これは４２９台で２８％、正雀

駅周辺が２６３台で約１７．２％。摂津

駅周辺１６１台、約１０．５％。モノレー

ルの南摂津駅周辺、これが２６７台、約

１７．４％というような割合になってお

ります。

○木村勝彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　先ほどの上村

委員の質問に対する答弁に漏れがござい

ました。

　平成２６年度、柳田橋、どこが悪くて

というお問いだったかと思いますけれど

も、私ども点検の内容では、すぐさま緊

急を要するものではないというふうには

考えておりまして、長寿命化の中で、そ

れとあわせて耐震もするということで今

回計上させていただいておりまして、内

容でございますけれども、ちょうど下部、

橋の中にあります橋脚の部分の耐震がま

だできておらないということで、巻き立

て等を考えておるところで、まだ河川管

理者であります大阪府との最終の詰めが

できておりませんので、最終工法までは

決定いたしておりませんけれども、巻き

立てなりで補強していきたいというふう

に考えておるところでございます。

　それと、先ほど府と市の中でのことな

んですけれども、大阪府の橋もどうなん

だというお問いでございましたけれども、

今回の代表質問の中で、部長のほうで答

弁させてもらった内容と重複しますけれ

ども、大阪府のほうで広域緊急交通路、

重点路線につきましては、摂津市内の中

央環状線と大阪高槻京都線、他府県をま

たがるような道路を広域緊急交通路とさ

れているんですけども、それにかかる橋

につきましては、耐震化は完了しておる

ということでございまして、その他の橋

も当然あるわけで、それにつきましては、

大阪府のほうでも長寿命化といいますか

ということを実施されておりまして、順

次補修はされておるというところでござ

います。

○木村勝彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　排水路費の修繕

料の内容についてお答えさせていただき

ます。

　修繕料３，７２４万２，０００円のう

ち、３，５００万円強なんですけども、

排水路ポンプの管理事業としまして、特

に水神木と西浦ポンプの更新を考えてお

ります。

　水神木ポンプなんですけれども、これ

は東別府１丁目にあります。昭和５９年

に設置されたものであります。西浦ポン

プにつきましては、別府２丁目にござい

ます。平成２年に設置されたところであ

ります。

　摂津市の中には、番田水路沿いのほう

に放出するポンプ、市内から雨水を番田

水路に放出するポンプが７か所ほどある

んですけども、そのうちの２か所につき

ましては、今年度、取りかえのほうをさ

せていただきました。あと残り５か所あ

るんですけれども、そのうちの２か所に

つきましては、来年度させていただきた

いと予定しております。残りにつきまし

ては、順次、まだ継続してやらせてもらっ

ていく計画ではございます。

　場所につきましてどのように選択され

たというお問いだったと思うんですけれ

ども、これにつきましても、やはり毎年

管理はしております。管理した中で、状

態のできるだけ悪いものから順番に取り

かえの工をさせてもらっている経過があ
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ります。

　一応、このポンプの取りかえにつきま

しては、以上のような感じで事業を進め

ております。

　残りにつきましては、排水路の管理と

しまして、人孔蓋や排水管の修理などの

工事を予定している分の費用を計上させ

てもらっています。

○木村勝彦委員長　林課長。

○林建築課長　上村委員の１１番目の質

問でございます。耐震改修補助制度の期

間と法的根拠についてご答弁させてもら

います。

　従来までの耐震改修補助金につきまし

ては、国２分の１、府４分の１、市４分

の１で補助させていただいております。

今回、耐震改修の３０万円の上乗せ分に

つきましては、平成２６年度、平成２７

年度の２か年の期間限定となっているも

ので、平成２８年度からは、国、府の補

助がなくなるものと決まったものではあ

りません。この２年間の実績や効果から、

平成２８年度以降の継続補助が決定され

るものと思われます。

　また、法定根拠につきましては、耐震

改修促進法に基づいたものでございます。

○木村勝彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　上村委員の２点

のご質問についてお答えさせていただき

ます。

　まず、摂津市緑化推進連絡会の補助金

でございますが、最近の活動内容につい

てでございますが、平成２５年度の活動

状況でございますが、まず誕生記念植樹

祭に花苗等の配布等の活動をしていただ

いております。これは年２回行っており

まして、場所は、市場池公園で、春が平

成２５年４月２９日、秋が平成２５年１

０月２７日に実施しております。

　それから、市民交流会としまして、

「つくろう花とみどりのまち摂津」とい

うことで、場所はコミュニティプラザで、

平成２５年８月１７日に会員の活動内容

の発表等をやっていただいております。

　それから、大正川の水仙球根の植栽と

いうことで、大正川の河川敷におきまし

て、平成２５年１０月４日に水仙の植栽

を行っていただいております。

　それから、会員の研修会としまして、

但馬高原植物園のほうに、平成２５年１

０月２８日、植物園にて研修を行われて

おります。

　それから、市民健康まつりの協賛とし

まして、保健センターにおきまして、平

成２５年１１月１０日、中身につきまし

ては緑化活動の啓発ということで、冊子

及び花苗等の配布を行っていただいてお

ります。

　それから、園芸教室。これにつきまし

ては、鶴野苗圃のほうで、平成２５年１

１月２９日、寄せ植え教室を行っていた

だいております。

　それから、正月用の寄せ植え教室の実

施を、これも鶴野苗圃、それから市場池

ちびっこ広場等で、１１月から１２月の

期間で正月用の寄せ植えの作成を行って

いただいております。

　活動内容については、以上のような中

身になっております。

　それから、会員数ですが、平成２５年

５月１６日現在ですが、団体数で３２団

体、４３８名ほどおられます。

　それから、一般市民か事業者、これら

の割合ということですが、ほとんどが地

域の自治会の方が主になって運営をされ

ておられます。

　それから、補助金等会費の使い分けで

ございますが、補助金につきましては、

先ほどの活動の中身について、花苗の配

布とか、そういうことに使われておりま
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す。食事代とか弁当代等は、別途個人が

負担されておられます。

　それから、公園台帳の整備業務でござ

いますが、これにつきましては、平成１

３年度から公園台帳の整備を行っており

ます。この公園台帳の整備につきまして

は、都市公園法に作成が位置づけされて

おりますので、平成２５年度までに、都

市公園４２公園のうち３４公園を整備し

てきております。今後も残りの８か所を

順次整備してまいりたいと考えておりま

す。

○木村勝彦委員長　市内認定道路再編成

事業の２００万円について、場所の答弁

はあったかな。

　山本参事。

○山本土木下水道部参事　市内認定道路

再編成事業の調査の分なんですけれど、

場所といいますか、市域全体の中でそう

いう場所を調べていくということでござ

いますので、どの地域ということではご

ざいません。

○木村勝彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　緑化推進連絡会

の会の組織ですけども、この会につきま

しては、摂津市民憲章の精神に基づき、

住みよい生活環境を目指し、花とみどり

のきれいなまちづくりの運動の推進に寄

与することを目的に活動を行われており

ます。

　決算報告につきましては、平成２４年

度の決算報告を平成２５年４月１８日に、

場所は香露園のいきいきプラザにおいて

総会を開催され、その中で事業活動報告、

会計報告を行われております。

○木村勝彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　そうしたら、２回目の

質問をさせていただきます。

　まず、自動車と自転車の駐車場使用料

にかかわる件で、今、収支の報告があり

まして、トータル３，７６９万７，００

０円の赤字なんです。各駐車場ごとの収

支が出たんですけども、赤字のところも

あるし、黒字のところもあるということ

であります。

　これは、平成２６年度から指定管理者

制度がスタートして、アマノマネジメン

トサービスに今後５年間お願いするとい

うことになっていますけども、実は、私

は以前から問題意識を持っていまして、

市民の福祉のため、駐車場を市が提供す

るんだということで、それの若干の負担

は必要だと思うんですけども、しかし、

やはり駐車場は民間企業も駐車場運営し

ているんですよ。そこはちゃんと黒字を

出しとると思うんですよね。いい例が、

モノレール南摂津駅にある市の土地を民

間の駐車場会社に貸して、そこから市は

土地代をもらっとるんですよね。そうい

うところもあるし、正雀では運営はお任

せして、そこの収支はプラスマイナスゼ

ロなんですよ。今のこの指定管理にされ

たところは、プラスもあれば、マイナス

もありますけども、やはりこれはプラス

マイナスゼロぐらいに持っていくという

のが、本来は指定管理制度の中の目的の

一つであります経費の削減ということに

も合致するんです。同時に、市民へのサー

ビスの向上もありますよ。それらとお金

とのバランスをきっちりとるということ

が大事なんでね。これは５年間あります

んでね。今年から始まりますんで、ここ

で言っておかないと、途中で言ったら、

去年言いませんでしたということになる

から、今年の初めに言いますけども、５

年間かけて、本来はこれが、収支バラン

スの方策を、今の運営状況をチェックし

ながら経営の削減策をお互い協力してやっ

ていかないと、持ち出しというのは、な

くすということが私は正常ではないかな
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と思っています。そういうことも参考に

しながら、ぜひやっていただきたい。

　これは、契約というのは５年間なんで

すけども、金額は毎年契約するんですか。

それを教えて下さい。５年間、これも指

定管理料、例えば摂津駅前第１自転車駐

車場であれば１，５４８万６，０００円

なんですけども、平成２６年度は。平成

２７年、平成２８年、平成２９年、平成

３０年、ずっとこの１，５４８万６，０

００円なのか、毎年変わるものなのか。

期間は、もう５年と決まっていますよね。

毎年の契約のこの金額は変わるのか、変

わらないのかという、これは非常に重要

なことになりますんで、そこを教えてい

ただきたい。

　それと、この土地の借地料でばらつき

がいろいろあって、一番高いとこで７，

０３５円でしたね、年間、平方メートル

当たり。これが、モノレール駅が７，０

３５円、フォルテが１，７２５円、摂津

市駅が５，５６３円ということでありま

した。参考までに、この４７ページ、交

通安全自動車協会への土地貸付収入を聞

いたんですけども、これは５１７円とい

うことでありました。これは妥当な値段

かなという気もしますし、ここらも、毎

年やっぱり土地の値上げで、この借地に

ついては交渉されているのかどうかとい

うことで、随意契約なのか、毎年度更新

をして、ちゃんと値段を決めているのか

ということのね。結果はこういう形になっ

ていますけど、去年はどうだったのか、

それはちゃんとされていますかというこ

とで、一度お聞かせ願います。

　それから、土地を摂津市が借りとる分

ですね。フォルテ摂津、モノレール駅前、

摂津市駅前、正雀駅前。正雀駅前の借り

ている先がわからなかったんですけども、

さっきの話の中ではね。この支払い先は

大阪府なんですかね。府営住宅のあの団

地の組合なんですか。最後のところがよ

くわからなかったんですよ。そこをもう

一度、正確にお答え願います。

　それと、大阪府道路協会負担金という

ことで聞きましたけども、やっぱりこれ

は府道に関することで、交通安全対策事

業とも、これも関係するんですけども、

大阪高槻線ですね。歩道が広い部分のう

ち、１メートルぐらいのところに白線が

引いてあって、その中に自転車のマーク

が描いてあるんですよ。これは非常いい

ことで、これもぜひ広げていただきたい

と思っとんですけども、あれはどういう

形で、あそこにああいう形でできたのか

ね。その事前連絡、あるいは事後報告な

りあったのか。

　あれを今後、府はどうしようとされて

いるのかね。今、大阪高槻線のとこだけ

に描いとるわけですよ。自転車通行可の

標識は、これは道路交通法上必要なんで、

これは法的に設置されていますけども、

路面標示は、これは法的には規制されて

いないと思うんですけども、その高槻線

の一部分だけが白線で自転車マークを描

いていますんで、これは誰でもわかりや

すいように、こうなっとるんですよ。た

だし、中央環状線の新幹線基地の前なん

かは、それはないんですけどね。だから、

あるところと、ないとこがあるんですけ

ども、ないところを今後は、大阪府はど

うしようとされているのか、そこら辺の

情報を教えていただきたいと思います。

　それと、防犯カメラの件ですけども、

防犯カメラも１８万３，０００円計上さ

れていますけど、ほかの所管のところも

防犯対策で防犯カメラ設置していますよ

ね。そこの防犯カメラ保守点検委託料が

計上されとるんですけども、契約すると

きに、こっちはこっち側だけでやってん
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のか、向こうと一緒にやってんのかね。

そこは、一緒にやれば、ひょっとしたら

１８万３，０００円が１７万３，０００

円になるんではないかなと思いがあった

んで。そやけど、この所管でもたくさん

防犯カメラの管理しとるのわかったんで、

それやったらまとめてできないものなの

か、一度そこら辺の見解をお願いします。

　それと、放置自転車等対策指導委託料。

３００万円の削減については、そういう

現状を見ながら契約をされたということ

で、非常に効果的にされているなという

ことと、各駅ごとの放置自転車の数もきっ

ちり把握されとるということでありまし

たんで、やはりきっちりデータをとって

していくことが、この経費削減につなが

るということと、放置自転車の数を減ら

す目標値もでき上がってくるんで。

　だから、この数を把握して、この指導

委託料を払いましょうということなんで

ね。これがふえていったら、委託料払っ

ている意味がないんで。だから、本来は

この１，２６７万６，０００円を使って、

この各駅ごとの放置自転車の数が減る。

これは効果あるんですよ。だから、その

効果をより高めるためにも、やっぱりこ

の数字をきっちり把握していくというこ

とが必要なんで、これはいいマネジメン

トができているんではないかと思ってい

ますんで、今後もぜひ続けていただきた

いと思っています。

　それと、橋の点検。柳田橋は耐震補強

工事ということで、耐震設計的に問題が

あったんで補強しますということで、わ

かりました。私は、老朽化して補修する

んかなと勘違いしていましたんで、耐震

的に見て問題があったんで耐震補強しま

すということだったんで、これは了解し

ました。

　あと、ちょっとわかりにくかったのは、

この橋梁長寿命化計画で、３９橋を対象

にしてこれからやっていきますというこ

とでつくっていますよね、計画を。全体

で１６０橋ぐらいあって、残り１３０橋

について随時点検していくという答弁だっ

たんです。ということは、この点検とい

うのは、今後何年か続くということでわ

かりました。

　あと、大阪府の関係する橋ね。この前、

代表質問では、近畿道とか、中央環状線

とかについてはやっていますということ

だったんですけども、茨木寝屋川線とか、

八尾茨木線、あの辺の橋についてもやっ

ていますと言ったんですけども、実際そ

の報告書が来ているかどうかというのが

問題であって。

　摂津市は橋梁長寿命化計画をつくりま

したよね。大阪府もつくっとると思うん

ですよね、これが摂津市に来ていますか

という。摂津市にかかわる橋についてど

うされていくのか、ちゃんとね。だから

大阪府から大阪府版をもらわないと。も

らうことが必要なんでね。その報告書が、

口頭ではだめなんで、報告書できっちり

もらう。それで、摂津市の橋は大丈夫、

市民に対して安心・安全が宣言できるわ

けですから、やはりその証拠をきっちり

押さえておくのが大事なんで、それのこ

とについてお答え願います。

　あと、次に市内認定道路再編成事業と

いうことでありましたけども、これは非

常に、摂津市全体という話でしたけども、

現在の道路敷地、境界明示等々は、個人

というか、地主さんから要望があったと

きに行って、同時に立ち会いをして決め

るというような作業だと思うんですけど

も、いろんな管理形態が違ったものです

けれども、これはやろうと思えば非常に

難しい問題もたくさんあって、個人の財

産に関することもあるでしょうし、公共

－37－



に属するための問題もありますでしょう

し、兼ねてから、非常に問題があったこ

となので、これを今回、新規事業でやっ

ていくんだということであります。

　これについては、非常に、その専門家

的な知識も必要だと思うんですが、過去

の経緯もいろいろ知った中での取り組み

も必要だと思いますので、これは非常に

いいことはいいことです。

　大変だなという思いもありますし、た

だ、そういう専門力をちゃんとつけても

らう、人材育成も必要になってくると思

いますので、これは心してかからないと、

大変なことになると思いますので、そう

いった意味では、ことしは２００万円計

上して、それをやっていくんだというこ

とでありますので、来年度中に一遍でも

できたら、一歩でも進んだらということ

で、決算のときが非常に楽しみなんです

けれど、そのときには、もう一度、質問

したいと思いますけれども、そういう意

気込みでやるんだということだけ、そう

いうことを確認しただけなので、また決

算のときに、じゃあどこをされたんです

か、どういう問題があったということを、

大変だと思いますけれども、これはやっ

ぱりきっちり、いずれしなければならな

いことなので、よくよく頑張っていただ

きたいと思いますので、よろしくお願い

します。

　あと、交通安全対策について、ＬＥＤ、

雑工事、いろいろ安全対策をやるんです

けれども、この代表質問等々でも、いろ

んな質問もあったし、今回、６５歳以上

の免許証自主返納者に対して反射材付き

ジャンパーを支給しますということであ

るんですけれども、先ほどの私の自転車

道の路面表示ね、これ非常にいいことな

んですよね。市についても、そういうこ

とも必要だと思うんですよね。

　第４次総合計画の中に、通学路のカラー

舗装をしますと書いてあるんですが、検

討しますと書いてあるんですよ。通学路

も実行部隊はこっちなので、そういう話

がまずあるのかどうかということと、そ

ういうことについては、どう考えておら

れるのかということを、一度お聞かせ願

います。

　それと、府道絡みで、鳥飼地区の茨木

寝屋川線ですが、標識がすごく老朽化し

ておるんですよ。駐車禁止の看板の色が

あせて、よく見えないところもあるんで

すよ。それは一応、府がパトロールして

直すところなんですけれども、やっぱり

市もパトロールしていますよね。府道も

きっちり見て、そういうことがあれば、

府に言う。そういうことについて、され

ているのかどうかということと、そうい

うことを意識してされているのかどうか、

指示されているのかどうか、そこらをちょっ

とお聞かせ願えますか。

　それと、ジャンパーが支給されますけ

れども、交通事故が昨年、平成２４年度

決算では、５６２件の死傷者が出ておる

んですよね、摂津でね。５６２件の事故

があって、高齢者がそのうち何割あって、

どういう事故があったのかということも、

きっちり警察と同席してもらった中で、

それで、ジャンパーもこういう効果があ

りますということですよね。

　あるところでは、この前、高齢者が自

転車事故で頭を打って、大事故になった

ということで、高齢者を守る自転車ヘル

メットというところもあるんですよ。こ

れはどこかといいますと、神奈川県の厚

木市では、今までは子ども対象だったん

だけれども、高齢者にもヘルメットを１

個につき１，０００円を助成しますとい

うことと、埼玉県は、自転車の安全な利

用の促進に関する条例をつくって、高齢
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者にもヘルメットをかぶるように指導し

ています。

　今まで、非常に年寄りがヘルメットを

かぶらなかったので、物すごくかっこい

いというか、今風の帽子風のヘルメット

をつくって、これは家電量販店でも売っ

ていると書いていますので、物すごくファッ

ショナブルなヘルメットなんです。頭を

防ぐ効果は高いということで、こういう

購入補助をされているというところもあ

るんです。

　それから、５６２件の事故を分析して

みて、どういう自転車の事故があったの

か。どういう外傷をおったのかというこ

とで、いろんな事象があると思うんです

けれども、そういうこともきっちりと警

察と連携しながら、そういった中で、こ

のヘルメットの支給というのも、一つは

考えてもいいんじゃないかなと思ってい

ます。これから、高齢化社会に入ってく

る中で。

　摂津市は反射材付きジャンパーを支給

しますけれども、これは交通安全対策と

して、事業を展開していっていいんじゃ

ないかなというふうに考えていますので、

その辺の考え方について、お聞かせ願い

ます。

　排水路費のポンプについてはわかりま

した。そういうことで、順次、更新して

いるんだということであります。

　ただ、気になるのは、ＢＣＰ的に見て、

ハザードマップで見ると、鳥飼地区はほ

とんど３メートル、４メートル浸かるわ

けですよね。そういうときに、ポンプは

一応、排水をする、ポンプも間に合わな

い水が来たら仕方ないですよ。しかし、

ポンプは高いところにあるかというとこ

ろは非常に気になるんですよ。だから、

ポンプが低いところにあったら、すぐ浸

かってしまったら、ポンプが故障してし

まって、ますますひどくなるということ

があるので、こういう更新をするときに、

これはポンプをちょっと１メートル、２

メートル、上げるような工夫をするとか、

そういう観点から一遍、このポンプ場の

ポンプというものを見てほしいんです。

　やはり、この前、９月１６日、大雨が

降って、安威川があふれ出すのではない

かという危機感もあったわけですけれど

も、そういったときに、きっちり排水ポ

ンプが機能する。排水ポンプがほかより

高いところに、それは研究をしなければ

ならないですけれど、それが本当にいい

のかどうか別にして、やはり、ＢＣＰ的

に見て、そういう非常時でも排水ポンプ

が動いてもらう、僕はそういうような努

力をぜひしていただきたいです。それが、

安心・安全につながると思っていますの

で。ＢＣＰ的観点も取り入れながら、こ

のポンプというものを見ていただきたい

と。これは要望しておきますので、お願

いします。

　耐震改修補助金については、平成２６

年度、平成２７年度ということでありま

したけれども、国の制度、補助金等々い

ろいろあって、いろいろ変化があると思

いますけれども、できたら長期的に、一

般の人の資金計画もありますので、２年

でされても、なかなか資金計画が立たな

いことはありますので、それはやっぱり

長期的に、国の状況を、情報をきっちり

把握していただきたいということと、こ

れは、対象は一般住宅なのか、民間企業

なのか。その辺、もう一度、お聞かせ願

えますか。民間の一般住宅が対象なのか、

民間企業に耐震改修の補助金は出るのか、

両方も含めてなのか。

　緑化推進連絡会補助金ですけれども、

活動内容については、事細かく報告をい

ただきました。いろんな活動をされてい
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る。これは前から、よくよく、一生懸命

頑張ったということもありますし、今、

緑の基本計画改定に向けていくというこ

とであります。

　やはり、この緑の基本計画の中心にな

るのが、こういう団体が中心になってやっ

ていきますので、それと、行政、企業、

そして、こういう団体、そして、市民が

一緒になって取り組んでいきますので、

やはり、ここの活動というか、非常に重

要になってきますので、そこら辺につい

ても、やっぱり、きちっと行政側も指導

して、協力して、やっていただきたいと

いうことで、お願いもしておきますし、

この補助金が１４４万２，０００円でい

いのかどうかということを協議しながら、

緑化基金は昔は利子でやっていけました

けれど、今は利子が低いので、なかなか

利子運用なんて当てにできないので、そ

ういった中、やっぱり補助金であったり、

多分、会員の方はみんな会費を工面しな

がら、自分らで出し合いながら、いろん

な活動をされていると思いますので、こ

ういった意味では、ぜひ、これもよろし

くお願いしますということで、要望して

おきます。

　あと、公園台帳については、平成１３

年からやりましたということで、約１２

年間という分できて、残りが８か所とい

うことでありますし、この公園台帳の中

で、私の近くの公園に、一週間ほど前に

遊具が入れかわったんですけれど、それ

も多分、計画的にやっていると思うんで

すけれども、気になったのは、この遊具

を見たときに、足の金属部が土に埋まっ

ているんですよ。それが正常なつき方な

のかどうか、非常に気になったんですけ

れど、最近の反射鏡の支柱には、一応、

コンクリートまいて、犬のおしっこ禁止

と張っているんですけれども、遊具はい

きなり支柱が土に埋まっているんですけ

れども、これで問題ないのかどうか、そ

こだけお聞かせ願いたいということと、

この公園台帳を使って、何をされている

のかというのが見えないんですよ。この

台帳を使って、どういったことを、点検

したり、さっき言った更新時期を決めた

り、そういうことをされていると思うん

ですけれども、その目的について、利用

について、一度、お聞かせ願います。

○木村勝彦委員長　永田道路交通課長。

○永田道路交通課長　それでは、上村委

員の２回目の質問に対して、お答えさせ

ていただきます。

　まず、指定管理の収支がプラスマイナ

スゼロになるような方策は今後、５年間

の中で努力して、収支バランスが図れる

ように、指定管理業者と努力しまして、

考えております。

　続きまして、毎年、借上料の件で交渉

しているかという内容でございますが、

今、ＪＲ西日本に５１７万７，０００円

と１０８万円で借りております。ちょう

ど千里丘駅前広場のあたりになるんです

けれども、ＪＲ沿いのほうで土地を借り

ているわけなんですけれども、平成２１

年度では２２７万４，７００円だった借

地料が、平成２２年度において半額で、

平成２３年度以降は１０８万円と、これ

は当時、放置自転車の処理に対して、駅

前にかなり自転車が放置されていること

がありまして、その分、市がその放置自

転車の対策をとるかわりに金額を下げて、

今の１０８万円にしたという交渉があり

ます。そういった中で、交渉はしており

ます。

　それと、モノレールの１，０９３万円

については、これは民間の個人でござい

まして、毎年、土地の価格が変わってい

くんですけれども、その価格に合わせて、
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交渉はしているんですが、何分、最初の

段階で条件を決めて契約しておりますの

で、これからも借地になると考えておる

んですけれども、その単価、土地の価格

に合わせて、多少ではありますけれども、

交渉はしております。

　それと、３年ごとの評価がえがある折

には、その評価額に合わせて、値段の交

渉はしております。

　それから、正雀駅南の駐車場の借地の

件なんですが、府営住宅の残地というこ

とで、契約しているのは、行政財産で使

用許可をとっているんですけれども、そ

の中で、使用料として、大阪府のほうへ

借地料を払っております。

　それから、通学路のカラー舗装の考え

についてでありますけれども、教育委員

会とは、通学路に関して、道路交通課、

道路管理課、あるいは、教育委員会、そ

れと学校のほうと、通学路の総点検など

もやって、安全対策には努めておるとこ

ろなんですけれども、具体的な、どこの

通学路をカラー舗装をしてくれとか、そ

ういった具体的な内容までは、現在、至っ

ていないというような状況です。

　それと、高齢者安全対策の高齢者に対

しての件なんですけれども、私ども、こ

の予算で平成２６年度にジャンパーの支

給の予算を上げさせていただいておるん

ですけれども、まず、高齢者の自動車運

転免許証自主返納に対して、その自主返

納しやすい環境づくりという意味も兼ね

て、ジャンパーの支給というのをやって

おりまして、ヘルメットも安全対策の一

つでは重要な対策かとは思うんですけれ

ども、来年度は、ジャンパーを支給して、

それに対して、どのような効果が出るか、

検証してまいりたいなと考えております。

　事故の件数につきましても、件数自体

は、毎年、減ってきてはおるんですけれ

ども、高齢者の事故件数が、平成２３年

度でいけば、８６名の高齢者関連の事故

が発生しているのと、今度、平成２４年

度につきましては９３名と、７名ふえて

いるような状況です。今年度の集計はま

だ出ておりませんけれども、やっぱり、

高齢者の事故件数がふえているという形

の中で、やはり、歯どめをかける意味で、

反射材付きジャンパーというのを支給し

てまいりたいと考えております。

○木村勝彦委員長　押部道路交通課長代

理。

○押部道路交通課長代理　防犯カメラの

保守点検に関する件なんですけれども、

自治振興課のほうと合同で点検をして、

経費の削減にならないかというお問いな

んですけれども、正直申し上げまして、

防犯カメラの機器につきましては、設置

業者、どうしても録画機器でありました

り、送受信機器、こういった専門的な機

器の点検になりますと、どうしても、設

置した業者でないとなかなか困難である

と。

　現実の問題としまして、我々のほうで

も見積もりをとるんですけれども、どう

しても設置した業者以外からは見積もり

がほぼ出てこない。仮に出てきたとして

も、かなり金額的には乖離した金額しか

出てこないというような状況がございま

すので、現実には、自治振興課のほうが

管理しておられる機器と、我々のほうで

管理させていただいている機器の機種が

かなり違いますので、合同で点検という

のはなかなか困難かなというふうに考え

ております。

○木村勝彦委員長　永田道路交通課長。

○永田道路交通課長　１点、答弁が漏れ

ておりまして、指定管理の契約の内容に

つきましてですけれども、今回、５年間、

アマノマネジメントサービス、それと摂
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津都市開発と契約するわけなんですけれ

ども、５年間の基本協定を結びまして、

その後、年度ごとの年度協定、これを結

んでまいりますので、その際に契約額に

ついては、その都度、確定していきたい

と考えております。

○木村勝彦委員長　林建築課長。

○林建築課長　耐震改修の補助金の補助

対象についてでございます。

　補助金の対象につきましては、民間住

宅にかかわるものと、民間の共同住宅、

あるいは、特定建築物になっております

ので、よろしくお願いいたします。

○木村勝彦委員長　山本土木下水道部参

事。

○山本土木下水道部参事　それでは、上

村委員の２回目のご質問にお答えさせて

いただきます。

　大阪高槻線の歩道の自転車マークとい

うことでございましたけれども、当時、

車道幅員を狭めてといいますか、歩道幅

員を広げるというような内容はお伺いし

ておりました。自転車通行帯がとれるだ

けの歩道の幅員がございましたので、そ

ういう場所にはそういう、自転車通行帯

のマークは入れられようかと思いますけ

れども、それから西にいきました部分に

は、それだけの歩道幅員がございません

ので、なかなかそういうことは、設置は

難しいのかなというふうには思っておる

ところでございます。

　大阪府の橋の資料ということでござい

ましたけれども、大阪府のほうでも、毎

年、点検の結果により、補修、補強を行っ

てまいりますという形で、ホームページ

なんかではうたわれておりますけれども、

私どもと同じように、長寿命化計画とい

うものは策定しますというのは載ります

けれども、橋ごとにということまでは、

公表まではされていないようなので、ど

こまで入手できるかというのは一度、聞

いてみたいとは思っておるところでござ

います。

　府道の標識の老朽化ということでござ

いましたけれども、どうしても、うちの

道路パトロールというのは、当然、市道

をまず見ますので、市道の接続点であり

ますとかというところでしたら、見るこ

とは可能かと思いますけれども、規制標

識につきましては、警察の所管になりま

すので、私どもが気がついたときにはお

知らせして、沿道の方は、どこが所管か、

府だとか、警察だとか、市だとかいうの

をご存じない方がおられますので、曲がっ

ていますよだとかいう通報は、私どもの

ほうによく入ってまいります。そのとき

には、警察なりにお伝えさせていただい

て、協力によって、うちのほうで撤去を

お助けするというようなこともさせても

らっている状況でございます。

○木村勝彦委員長　新留都市整備部参事。

○新留都市整備部参事　公園台帳に関し

ての件でございますが、公園台帳で、委

員の近隣の遊具が今回、入れ替わったと

いうことで、どういうことであるのかと

いうことだったと思うんですが、我々、

毎年、本年度も予算計上させていただい

ておりますが、遊具の点検業務委託をさ

せてもらっています。

　その中で、Ｃ判定、Ｄ判定というのが

ございまして、Ｃであれば、部分的に劣

化及び磨耗があり、計画的な修繕を要す

る。Ｄであれば、重要な部分に異常、ま

たは全体に老朽化、至急対応が必要とい

う判定基準がございます。

　こういう点検業務において、判定がさ

れた場合は、随時、更新をしていくとい

うことで、対応できない場合は、取りか

え等をやっておるという状況でございま

す。
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　それから、公園台帳作成の目的につい

てということでございますが、これにつ

きましては、先ほども申し上げましたが、

都市公園法で公園台帳を整備していきな

さいということで、規定されております

ので、その中で、我々もその台帳を作成

しまして、公園の中には様々な施設、地

下にも水道や電気とか、地下埋設物も配

管されています。そういうのを各施設ご

とに図面で表示しまして、何かありまし

ても、維持管理するとき、例えば、水道

管の破損等がございましても、この辺を

通っているということで、すぐに対応で

きるというのも一つはあると思います。

　それから、公園の図面を見せてもらい

たいと市民が来られたときでも、それは

当然、閲覧していただく事になります。

閲覧はしなければならないということに

なっていますので、そういう形で台帳を

作成しております。

○木村勝彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　そしたら３回目の質問

をさせていただきます。

　自動車と自転車駐車場につきましては、

来年度から指定管理者制度の新たな引き

受け先と、５年間されるということであ

ります。収支バランスを見たときに、プ

ラスもあれば、マイナスもあるというこ

とで、問題点を提起させていただきまし

た。今後、５年間かけて、収支がプラス

マイナスゼロになるような取り組みをさ

れるということなので、大いに期待して

おります。

　今回、条例の一部改正の議案も出され

ていますし、今度、時間が長くなります

ので、長くなれば収入もふえるというこ

とも想定されるわけですけれども、そこ

ら辺の見込みも、折り込み済みの予算だ

と思いますけれども、そういったサービ

ス向上を図るということで収入もふえる

のではないかなと思っていますし、土地

の借地料について、過去に交渉して、値

を下げてきましたということなので、そ

ういうことについては、きっちり取り組

んでおられるなということが理解できま

した。

　そういった意味で、このことについて

は、また今後も注力していただきたいと

思っていますので、ぜひ今後、５年間で

取り組みに期待ができますので、よろし

くお願いします。

　それと、大阪府との関係につきまして

は分かりましたので、市道、府道、絡め

て、ぜひ点検していただきたいと思って

います。

　有料の鳥飼仁和寺大橋があるでしょう。

あの橋を渡って、寝屋川市へ行くと、標

識がきれいなんですよ。摂津市のほうは

標識が古ぼけておるんですよ。この差を

見ると、やっぱり言ったほうがきれいに

なるというのは分かっていますので、や

はり、標識は長年たつと、色があせてく

るんですよ、紫外線の影響でね。そういっ

たことも、ぜひ頭に入れながら、やって

いただきたいと思っています。

　防犯カメラについてはわかりました。

やっぱり、設置業者に頼む方がコストも

安いし、点検内容もきっちりされておる

ということで、私は他の所管のカメラも

同じメーカーなのかなと思っていました

ので、そうじゃないんだということがわ

かりましたので、よろしくお願いします。

　橋については、やはり、大阪府がどう

いう状況になるのか、一遍、問い合わせ

をして、摂津市の関係する橋はどうなっ

ておるんですか、ぐらいは確認して、やっ

ぱり資料を見せてもらうぐらいの取り組

みをぜひ、これはお願いしておきます。

　それから、今はホームページ等々で、

見たい人が見てくださいとか、こういう
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ものかもしれませんけれども、やはり、

責任がある道路管理課としては、摂津市

に関係する橋については、責任を持って

やるんだという気概であれば、やはり、

市民から聞かれたときに、大丈夫ですと。

証拠を見せないとだめなので、これは大

阪府がいつ点検した結果、問題なしとい

うことできていますということをきっち

り答えないとだめなので、そのために情

報を仕入れていくということが大事なの

で、これはぜひ、取り寄せるようにお願

いしておきます。

　あと、交通安全対策工事、また交通安

全推進事業につきましては、非常に市民

の皆さんの関心事なので、毎年、毎年、

いろんな知恵を出しながら、やっていか

ざるを得ないという状況なので、今回、

反射材付きジャンパー支給ということで

取り組みをしていますけれども、その結

果もよく検証しながら、市民の状況を判

断しながら、ぜひ、前向きに取り組んで

いただきたいということを要望しておき

ます。

　耐震改修につきましては、一般民間住

宅が対象だということで、わかりました。

　あと、公園台帳につきましては、法律

では、そういうのをつくることになって

おるんですけれども、それをどう運用し

ていくかということが、先ほどわかりま

したので、やはり台帳をつくって、そこ

の公園の特徴をいろいろ頭に入れておき

ながら、いろんな問題に対処していくん

だということでありますので、ぜひ、市

民の憩いの場なので、きっちりこの台帳

を活かすように、よろしくお願いしてお

きます。

　以上で、私の質問を終わります。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは、私のほうからも

幾つか質問させていただきたいと思いま

す。

　午前中から質問が続いていますので、

大分出ましたので、重なる部分ももしか

したらあるかもしれませんけれども、よ

ろしくお願いしたいというふうに思いま

す。

　まず最初に都市計画課にかかわっての

ところになりますが、予算概要の８８ペー

ジ、一般事務事業の中にあります、ＰＣ

Ｂ廃棄物の処分委託料ということで、６

５０万円です。ＰＣＢということで、余

り聞きなれない、そういうもので、どう

いうものかというようなことを調べまし

たら、廃棄物処理法などでも規定されて

いる有害汚染物質だというようなことで

す。

　ご説明で、南千里丘の開発の際に、福

祉会館の解体時に出たごみだというよう

なことでお聞きしたんですけれども、そ

の取り扱いはどうなのか。

　また、この時期に建てた公共施設、幾

つかあると思うんですけれども、そういっ

たところにもないのかなというようなこ

とが、やはり気になりますので、隣の文

化ホールでありますとか、そういったこ

と、もしわかるようでしたら、教えてい

ただけたらと思います。

　それから、もう１件、都市計画課にか

かわる部分で、議案第１０号の補正予算

のほうになるんですけれども、５６ペー

ジで、こちらも一般事務事業のところで、

臨時職員の賃金というのが減額になって

います。当初予算で１７５万円計上され

ている部分が、補正で１１１万円の減に

なりますので、この臨時職員、どういう

目的で入れておられて、この減額で、現

場の影響はどうなのかなというようなこ

とで気になりましたので、お答えいただ

けたらと思います。
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　次に、公園みどり課にかかわる部分で

す。予算概要の９２ページ、花壇等の維

持管理充実事業というようなことで、３

９４万２，０００円とあります。中身を

見ていましたら、修繕料、花壇の修繕料っ

て、６０万円ほど伸びていますけれども、

公園みどり課に係るいろんなところを見

ていましたら、減っている部分、ふえて

いる部分、それぞれありましたけれども、

緑の基本計画が改定される年で、予算的

にはどうなのかなというふうなことで気

になったので、全体的なところも含めて、

お聞かせいただけたらと思っています。

　同じページの公園管理事業で、ここの

ところは、公園管理の光熱水費や管理委

託料なんかがふえている一方で、ここは

修繕料が４００万円ほど減っておるわけ

です。公園のパーゴラが倒れた事故もあ

りましたし、老朽化している遊具なども

多くあるんだろうというふうに認識して

いまして、この修繕料が減っている部分

についても気になるので、お聞かせいた

だきたいなと思います。

　それから、同じページです。公園遊具

補修事業で、ここの、先ほど新留参事の

ほうからもおっしゃっておられた公園遊

具の点検業務の委託ですが、以前からや

られていて、結果がＣランク、Ｄランク

の、そういう修繕が必要な、取り替えが

必要な、そういった遊具が今どういう状

況にあるのかというのも、お聞かせいた

だきたいと思います。

　次に、建築課にかかわる部分ですが、

８８ページの震災対策推進事業で、これ

は先ほど来、いろいろと指摘されていま

すけれども、３０万円の補助が増額にな

るというようなことでは、さらに推進し

ていく、そういう方向に、国も市も向い

ているということだと思うんですけれど

も、なかなか進まない、そういったとこ

ろの現状分析等、この補助制度の増額だ

けでいいのかどうかというようなこと、

ちょっとここらあたりを聞かせていただ

きたいと思います。

　あと、道路管理課にかかわる部分です

が、予算概要の８４ページです。摂津市

駅駅前広場の管理事業の部分なんですが、

補正予算のほうで、１９２万円の減額補

正で上がっていて、今回、委託料が６２

７万７，０００円と、広場全体ではなっ

ています。この委託料だけで見ると、平

成２５年度予算が６５３万円が、平成２

６年度は５３０万円というようなことで

減っているんですけれども、これ年々減っ

ているのかというふうにも見ていて思う

んですが、ここのそんな委託料が当初見

込みとこれだけ違うのは、どういうこと

かなというようなことで、お聞かせいた

だけたらと思います。

　あと、狭隘道路整備事業の１，０００

万円にかかわってなんですが、藤浦委員

も言われていましたように、なかなか予

算の執行が半分に満たないというような

ことでもあります。現状と対策、現下の

ほうでどういうふうに感じておられるの

かなというふうなことが１点と、また、

都市計画マスタープランや住宅マスター

プランなんか、この間、つくられている、

そういったところとの関係で、ここらの

課題をどう見ておられるかなというふう

なことで、一遍聞いておきたいと思いま

す。

　道路交通課にかかわる部分なんですが、

これも先ほど来、言われています、予算

概要でいうと８０ページの交通安全啓発

事業、ここの中に運転免許証自主返納者

へ反射材付きジャンパーの支給があるの

かなというふうに思うんですが、この運

転免許証を返納される方に対して、やっ

ぱり何らかの対策というか、できないか
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というようなことを、昨年の決算のとき

にも、私、言わせてもらっていたかと思

うんですけれども、交通が不便になる、

じゃあ、自転車で出かけられるのかといっ

たら、本当にそうなのかなというふうな

気も、正直しておりまして、また、ジャ

ンパー、ふだん身につけるものというふ

うなことになりましたら、高齢になられ

たら、結構やっぱり、衣服とか、こだわ

りなんかもあるんじゃないかなというふ

うに思うんです。

　現物で支給というようなことですけれ

ども、これは皆さんに返納された方に、

皆さんにお渡しするのか、それとも希望

者の方にお渡しするのか、その辺の事務

の手続や、今回、こういう事業になった

経過については、いろいろと代表質問で

も含めて聞かせてもらっていますから、

手続の点で聞かせていただきたいなと思

います。

　それから、同じ８０ページ、放置自転

車等対策指導委託料というようなことで、

１，２６７万円、これも上村委員のほう

から、先ほど質問があったわけなんです

けれども、昨年は自転車利用者指導委託

料というようなことだったと思うんです

けれど、単に名称が変わっただけなのか、

業務の中身についても、何かしら変化が

あるのか、そこらあたりのことをちょっ

とお聞かせください。

　それから、８２ページ、公共交通整備

事業の、それぞれバス業者のほうへの補

助金ですが、午前中の質疑の中で、内容

は理解したんですけれども、見ていると、

民間バス事業者のほうが、国やそういう

ところに補助金申請をしていて、それの

うち、摂津市はこれだけが割り当てです

よというふうなことなのかなというよう

なことで、積極的に摂津市のほうから、

こういうことをやってほしいというとい

うようなことで働きかけて、やられたわ

けでもないのかなというふうに思ったん

です。

　一方で、以前から私のほうからは要望

として言わせてもらっている、阪急バス

なんかが、吹田市で運行している「すい

すいバス」は千里丘以北だけです。同じ

阪急バスでも市役所のほうに向かう、ま

た、鳥飼のほうに向かっている、千里丘

駅から出るバスと、これが乗り継ぎをし

て、割引みたいなことができないのかな

というふうな、そういったことです。

　まだ、阪急バスで、それぞれ路線があ

ると思うんですけれども、南摂津駅なん

かを起点にして、乗り継ぎしたら安くな

るとか、そういったことができないのか

なというふうな、特にその路線だけといっ

たら、目的地までたどり着けない方が多

いと思うんです。そうしたところの働き

かけができないのか、その辺の現状をお

聞かせいただけたらと思います。

　あと、８６ページで、正雀南千里丘線

外２路線道路改良事業で、今回１，００

０万円の計上です。これまでの状況につ

いては把握しているつもりなんですけれ

ども、今後の進捗の見通し、木村議員か

らも、代表質問で言われていましたけれ

ども、そこらあたりのところ、少し詳し

くお聞きできたらと思います。

　あと、下水道業務課にかかわる部分で

す。クリーンセンターの解体工事のこと

で、これも午前中、議論になったんです

けれども、工事の状況、中身については、

わかりました。ただ、杭を残したままで、

当面、置かれるというようなことです。

今後、杭を撤去しないといけなくなった

ときに、その部分での工事費用は、一体

幾らぐらいになるのかというようなこと

を教えておいていただけたらと思います。

　４，９７９万円と去年は計算していた

－46－



のが、今回２，５００万円と。残る２，

５００万円弱ぐらいの金額で、杭だけの

撤去はできるのか。工事を分けてしまう

ことで、より一層、多くの費用が出てい

くことにはならないのかというふうなこ

とです。

　あと、ここの項目で、予算概要でいう

と、７０ページですね。クリーンセンター

管理事業ということで、クリーンセンター

解体工事監理業務委託料というようなこ

とで、３５０万円、これについても、中

身をお聞かせいただけたらと。確か、こ

の年度の当初の予算では、この項目はな

かったと思うので、今回、新しく出てき

ているのかなというようなこと。

　それから、補正の部分も見ていたんで

すけれども、今回行った土壌調査の件で、

この土壌調査の部分は、どこの費目で執

行がされているのかなというようなこと

もお聞かせください。

　あと、最後になりますけれども、１０

０ページの水防事務事業のところです。

淀川右岸治水促進期成同盟負担金という

ようなことで１２万円上がっておるんで

すけれども、少額ではありますけれども、

私もなかなか、どういう取り組みをされ

ているのかなというようなことも把握し

ていませんもので、教えていただけたら

というふうに思います。

○木村勝彦委員長　土井都市整備部次長。

○土井都市整備部次長　それでは、ＰＣ

Ｂの廃棄物処分についてのご質問にお答

えさせてもらいたいと思います。

　これにつきましては、平成２１年に福

祉会館及び体育館の撤去工事をした際に

発生したものでございます。

　コンデンサー４台、高濃度のものです。

トランスが５台、低濃度。それと、蛍光

灯の安定器、２１０台。これらが発生し

て、現在、都市計画課で保管をしており

ます。

　保管につきましては、液漏れ等がない

ように、トレーもつけながら、鍵のかかっ

た場所で保管をしているものです。

　これらの処分につきましては、ポリ塩

化ビフェニール廃棄物の適正な処理の推

進に関する特別措置法という法律がござ

いまして、これに基づきまして、適正に

処理するものとされております。

　また、保管状況や処理の状況について

は、毎年、大阪府に報告をしております。

　処理につきましては、大阪府へ依頼を

しておりまして、順番待ちの状況であり

ましたけれども、このたび、摂津市が処

分できるということになりましたので、

高濃度のコンデンサー４台と低濃度のト

ランス５台について、今回、処分するこ

とになったものでございます。

　次に、臨時職員の賃金についてですけ

れども、この職員は週４回という形の勤

務実績の中で働いておったわけですけれ

ども、事情がありまして、９月末、約半

年で退職ということになりました。

　これについての影響ですけれども、当

然、１名減となりますので、影響はある

んですけれども、その分は今現在は、他

の職員でカバーをしている状況でござい

ます。

○木村勝彦委員長　新留都市整備部参事。

○新留都市整備部参事　公園にかかわる

部分で３点ほどあったと思いますが、ま

ず、花壇等の維持管理充実事業の中身の

中で、修繕料は１５０万４，０００円と

今回上がっているということです。その

中身につきましては、地域のほうで花壇

活動を協力、やっていただくということ

で、鳥飼八防ちびっこ広場の散水栓の設

置工事です。それから、正雀ちびっこ交

通公園の散水栓の設置工事、その他の花

壇等の維持管理修繕料等を計上させてい
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ただいております。

　それから、公園維持管理事業で、昨年

度より約４００万円減額になっておると

いうことでございますが、この中身につ

きましては、平成２５年度は、庄屋公園

の管理棟の改修工事が、現在もやってお

りますが、これにつきまして、管理棟の

雨漏り等もございまして、改修工事を行っ

ております。その辺で今年度は４００万

円減額という形になっております。

　それから、公園遊具補修事業の中身で

ございますが、先ほど、Ｃ判定、Ｄ判定

ということで、平成２５年度の遊具の点

検におきましては、Ｃ判定が２１６基、

Ｄ判定が１５基ございました。

　１５基のうち１１基は、もう既に対応

しております。残りの４基については、

今年度、予算計上していただきましたら、

速やかに対応してまいりたいと思います。

　Ｃ判定の内でも、この２１６基の内、

２６基につきましては、平成２６年度の

予算で対応してまいりたいというふうに

考えております。

○木村勝彦委員長　林建築課長。

○林建築課長　建築課にかかわります耐

震診断と住宅マスタープランにかかわる

狭隘道路について、ご答弁させていただ

きます。

　耐震改修についての進まない現状分析

ということですが、耐震診断は５，００

０円で診断を受けられるものの、耐震改

修となりますと、それ相応の費用もかか

り、なかなか耐震改修までいかないとい

うのが現状であります。

　平成２５年度実績は、診断補助１８件

に対し、改修補助７件で、平成２６年度

は３０万円ふやすということもあります

ので、平成２５年度以上の結果となりま

すよう、取り組みを進めてまいります。

　それと、住宅マスタープランとのかか

わり、狭隘道路についてでございますが、

道路の整備状況については、住環境に大

きな影響を及ぼしてまいります。建築課

といたしましては、道路管理課と協力い

たしまして、狭隘道路の整備に基づいて、

建築主に今後とも協力をお願いしてまい

りたいと考えております。

○木村勝彦委員長　土井都市整備部次長。

○土井都市整備部次長　先ほど、ＰＣＢ

のご質問の中で、他の施設というご質問

がありましたけれども、これにつきまし

ては、我々が保管しておりますのは、解

体工事のときに調査をして発見されたも

のでありまして、都市計画課として、他

の施設に現在、どのようなものがあるか

というのは把握している状況ではござい

ません。

　それと、今回につきましては、水道部

のほうでもコンデンサーを保管しており

ましたので、今回につきましては、水道

部と都市計画課の保管分と一緒に処分さ

せていただくことになっております。

○木村勝彦委員長　山本土木下水道部参

事。

○山本土木下水道部参事　それでは、弘

委員の１回目の質問にお答えさせていた

だきます。

　摂津市駅駅前広場管理委託料の件でご

ざいますけれども、当初は、施設管理の

できる部分、今現在、植樹も植わってお

りますので、どれだけ必要なんだという

ことの中で、必要部分の見積もりをとっ

ております。実際には、施工する際に、

再度、契約する際には、そこまで生育し

ていないので、若干、値段は下げられる

だろうという形で契約をさせていただい

て、不要部分については、減額補正とさ

せていただいているところでございます。

　また、掃除等につきましても、まだ、

今はきれいな状態でございます。以前よ
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りも若干、時間を減らしてでも、今の状

態が保てますので、そういうことで減額

させてもらっておるところでございます。

　狭隘道路についてでございますけれど

も、助成させていただいておるわけなん

ですけれども、平成２４年度につきまし

ては、７件。平成２５年度につきまして

も、見込みですけれど、今回、減額補正

をさせていただく残りですけれども、昨

年並みより、若干、増えているぐらい。

件数的には同じぐらいを保てているのか

なということで、助成することによって、

それだけはやっていただいているんだと

いうことで、今後とも、建築課と一緒に

なって進めていきたいと思っているとこ

ろでございます。

○木村勝彦委員長　永田道路交通課長。

○永田道路交通課長　それでは、弘委員

の１回目の質問に答えさせていただきま

す。

　まず、交通安全啓発事業の運転免許証

自主返納者への反射材付きジャンパー支

給についてでございますが、まず、申請

という形で受付をしまして、基本的に自

主返納者からの申請に基づいて、その申

請を選考基準といいますか、市内在住か

どうかという確認を経て、支給してまい

りたいなと考えております。

　基本的に、手続について、警察署並び

他の地域の警察署へ自主返還された市民

が、今回の事業を見ていただいて、市の

ほうへ申請に来られると。

　事業のＰＲにつきましては、この自主

返納はどこの所轄でも持っていけますの

で、受付ができるんですけれども、摂津

市の管轄の摂津警察署のほうへは、掲示

板なりを利用させていただいて、ＰＲさ

せていただこうかなと。他の警察署に持っ

ていきますと、そこの自治体と、摂津市

だけの今回の事業ですので、取り組みで

すので、他の市役所へ行かれると、また

混乱を招きますので、摂津警察署でのＰ

Ｒを、お知らせ文ですが、それを設置さ

せていただきたいと考えております。

　それに基づいて、市のほうへ申請に来

られた方に対して、審査して、市内在住

者であれば、支給してまいろうかと、そ

う考えております。

　自転車なのかという問いなんですけれ

ども、確かに運転免許を返納された方の

身体的な部分について、自転車に乗れる

かどうか、それははっきり言って、わか

りかねるところがありますけれども、移

動手段としてはやはり、徒歩や自転車が

今までよりも増えるのではなかろうかな

と。

　自宅から５００メートル以内での交通

事故というのも多く発生しておりますの

で、そういう意味では、近距離であれば、

自転車を利用することも多くあろうかと

思います。特に夜間になりますと、犬の

散歩だとか、買い物に行くときには、視

認性も悪くなりますので、ジャンパーを

着ていただくことで、より、事故防止の

安全啓発に努めていただけるような商品

かなと思っておりますので、今回、ジャ

ンパーを支給という形で考えさせていた

だいております。

　それから、放置自転車等対策指導委託

料の１，２７６万円についてなんですけ

れども、昨年度は名称が違っておりまし

て、今回、名称を変えておるんですけれ

ども、中身については、全く変えており

ません。一緒でございます。名称を変え

ただけでございます。

　それから、公共交通整備事業の補助金

につきましては、これは市の働きかけと

いうのではなくて、近鉄、京阪バスから

の申し入れに応じて、国へ申請されると。

それで、運行ルートの自治体のほうにも
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負担していただきたいという申し入れが

ありましたので、予算計上させておりま

す。

　ほかの交通事業者との連携につきまし

ては、それぞれ、交通事業者が違うとい

うこともあって、なかなか乗り継ぎ等の

連携は難しいとは思うんですけれども、

今回、近鉄バスがＩＣ化することによっ

て、乗り降りでの連携はしやすくなるの

かなというふうには考えております。

　それと、正雀南千里丘線外２路線道路

改良事業で、今回、１，０００万円計上

させていただいております。これは、平

成２５年度で用地を確保、契約して、現

在、更地になったところがございます。

約５０メートルなんですけれども、そこ

の部分について、暫定的な仮歩道を設け

て、やはり、正雀駅前ということで、歩

行者、自転車あるいは、車も往来が多く

ございます。特に阪急の地下道に行く抜

け道として、車も多く走っておりますの

で、少しでも歩行者の安全空間を確保す

る意味で今回、確保できたところに関し

て、１，０００万円で暫定整備をさせて

いただきたいと考えております。

　あと、今後につきましては、本会議の

ほうでも答弁がありました、国有地の件

があるんですが、残り、地権者でいうと、

８件から９件ほどまだ残っています。整

備延長としては、まだ５０％、ようやく

５０％にきたところで、これからの５０

％が全て、国有地が絡んでいるような状

況です。所有権自体が市にないもので、

なかなか市が動くことができませんが、

何か手を打って、今、所有している近畿

財務局に、土地の確定の働きをするとと

もに、市へ譲渡が可能かどうか、そのあ

たりを、この平成２６年度詰めて、頑張っ

ていきたいと考えております。

○木村勝彦委員長　江草課長代理。

○江草下水道業務課長代理　まず、クリー

ンセンターの解体工事、杭の件でお答え

させていただきます。

　クリーンセンターの杭につきましては、

合計７３本が存在しておるんですけれど

も、その撤去費用につきましては、概算

２，２００万円程度となっております。

この費用につきましては、平成２５年度

に建築課で協力いただきまして、設計し

て算出した金額となっております。

　続きまして、クリーンセンター監理業

務委託料の件につきましては、先ほど申

しましたように、クリーンセンターの解

体の設計については、建築課の協力をい

ただきまして設計したわけなんですけれ

ど、解体工事ということと、クリーンセ

ンターという地下構造物があるような、

特殊な建物の解体ということになります

ので、解体工事を進める中で、現状に応

じたような取り壊しの検討とか、現状に

合わせた図面の作成とか、そういうのが

日々、発生する可能性があるということ

で、建築課のほうと相談して、大体、撤

去工事に３か月間かかるという見込みで

おるんですけれども、３か月間を監理業

務について、委託を発注するという形で、

新たに平成２６年度につきましては、監

理業務委託料のほうを予算要求させてい

ただいております。

　次に、今年度行いました土壌調査の予

算につきましては、平成２５年度のクリー

ンセンターの解体工事設計外委託料の発

注の差金のほうから流用させていただき

まして、調査を行わせていただいており

ます。

　合計、４種類、４つの調査を発注させ

ていただきまして、合計１３１万５，８

７１円の最終的に支出の予定となってお

ります。

○木村勝彦委員長　樫本下水道事業課長。
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○樫本下水道事業課長　淀川右岸治水促

進期成同盟について、ご説明させていた

だきます。

　この会は、大阪市、豊中市、吹田市、

茨木市、摂津市、高槻市、及び島本町の

長及び議会議長をもって組織しているも

のであります。

　この目的としましては、相い協力して、

淀川右岸堤防整備工事の促進を図り、もっ

て、地区住民の福祉に寄与することを目

的としているものであります。

　今年度の活動としましては、国のほう

に要望書を提出しております。この中で、

特に摂津市に関するものとしましては、

淀川の水辺環境の充実を図る整備を行っ

てほしいという内容を、特に摂津市のほ

うからは要望している次第であります。

○木村勝彦委員長　暫時休憩します。

（午後３時１０分　休憩）

（午後３時３０分　再開）

○木村勝彦委員長　再開します。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは、２回目の質問を

させていただきます。

　最初にＰＣＢ廃棄処分の委託料にかか

わる部分ですけれども、今回、福祉会館

で出た分と合わせて、水道部も一緒にと

いうようなことで、お答えいただきまし

た。

　議事録で、私もさかのぼって見ていま

したら、南千里丘の開発のときはアスベ

ストのこととかがいろいろと話題になっ

ていて、余りＰＣＢのことは触れられて

いなかったのかなというふうにも思った

んですが、１３年前の学校施設の蛍光灯

の安定器が、いろいろと社会問題になっ

た事例が、議事録の中から出てきて、そ

れで、そこらあたりが、その当時は処分

の方法がないというふうなことで、保管

するしかないみたいな、そういう扱いに

なっていたそうなんです。

　その議事録のまま見ていると、まだ、

小学校・中学校、それぞれ、保管したま

まになっているんじゃないかなというふ

うなことを思いまして、もし、仮にそう

いう処分が一緒にできるようだったら、

できないのかなというふうなことが１点

です。

　お答えいただけるようでしたらで結構

ですので、また、調査をしていただけた

らなというふうに思います。

　また、合わせて、先ほども申しました

ように、福祉会館ができた当時といいま

したら、やっぱり摂津市がどんどんと市

として成長していくときで、いろんな公

共施設もつくられているというふうに思

います。

　廃棄物処分にかかわって環境省が出し

ている概要なんかも調べてみましたら、

平成３９年までに、これは処分し切らな

いといけないみたいな、そういったこと

ですとか、いろんな取り扱いのことにつ

いても書かれているのがありましたので、

また、庁内、今の現状なんかについても、

各課で情報共有していただけたらなとい

うようなことも、要望としておきます。

　それから、臨時職員の件なんですけれ

ども、減額の金額が割と大きかったのと、

それと、今年度は計上されていませんの

で何かしら、目的をもっての臨時雇用だっ

たのかなというふうにも思いまして、だ

としたら、やっぱり大変だったんじゃな

いかなというふうに思うわけです。

　今度の、これは今年度の補正でありま

すから、今年度の事業について、どうい

う部署に配置されていたのかなというよ

うなことも、できたら聞かせていただき

たいと思います。

　公園にかかわる部分なんですけれども、

緑の基本計画を推進していっていただく
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上で、言われている協働の取り組みで、

市民の皆さんのいろんな力も活用してと

いうようなことで、もちろんそのことは

そうだというふうに思っているんですけ

れども、やっぱり、それにつけても、い

ろんな点での予算というのが大事かなと

いうふうにも思っているところです。

　先だっての、何度も言ってあれなんで

すけれども、パーゴラの部分ですね。こ

の修繕なんかが、一体、今年度、どこの

費用でやられているのかなというふうな

ことも、やっぱり、気になりますし、今

後も様々な修繕というのは出てくるとい

うふうに思います。

　公園維持管理事業の、昨年度は庄屋公

園の管理棟がというようなことも、これ

もうなずけるんですけれども、ここの取

り組みについて、ここもしっかり予算の

計上、また、要望をしていただけたらな

というふうに思っています。

　それから、公園遊具補修事業の関係な

んですけれども、Ｄランクの部分は緊急

に取り替えを行っていくというようなこ

とで、１５か所のうち、もう１１か所は

済んでいるというふうなことでお聞きし

ました。残りも早急にやっていただきた

いのと、Ｃランクが２１６基というよう

なことで、多いなと、改めて思うんです

けれども、毎年これはチェックをしない

といけないのかどうなのかというような

ことが、以前、議会の中でも質問として

上がっていたかと思うんですけれども、

その辺については必要な部分に特化して

みたいなことでのお答えがあったように

思うんですが、今年は公園遊具補修事業

の委託料は、１０万円ではありますけれ

ども、増えているようなので、そういう

危険といいますか、そういうところが増

えているのか、どうなのか。執行額で見

ましたら、昨年度決算額は１５万円、予

算から比べると、大分残っていたように

も思いますので、ここらあたりの点、こ

の補修事業の委託料の状況を今年度はど

ういうふうになるのかを聞かせてくださ

い。

　それから、もう一点、公園遊具の関係

で、最近新しい遊具が置かれていってい

るのかなというふうに思うですけれども、

その辺、安全性もちゃんと考慮してやっ

ているとは思うんですけれども、ただ私

が気になるのは、私が子どものころの公

園といいましたら、やっぱりシーソーで

ありますとか、ブランコでありますとか、

滑り台やジャングルジム、そういうよう

なものが公園に置かれる遊具というふう

なことであって、割と集団遊びに使われ

るものって多かったと思うんですよ。シー

ソーにしても、やっぱり２人いないと遊

べない。そういうのに比べて、最近置か

れているものが、１人遊び的な、そうい

うふうな遊具になっているのが、安全性

からの判断なのか、金額的なもので選ば

れているのか、その辺のこととかもある

かもしれないんですけれども、その辺の

子どもの発達といいますか、そういう視

点、教育的な子どもの育成的な、そういっ

たことの観点がこの公園遊具の設置にか

かわってどうなのかというふうなことで

一点お聞かせください。

　建築課にかかわる耐震化促進、この件

については、本当にぜひとも進めていっ

ていきたいというふうなことは切に思う

んですけれども、なかなか耐震改修工事、

既存の住宅に手を加えていくというふう

なことにはお金がかかっていくというふ

うなことであるかと思います。また、な

かなか持ち家だったら、まだそこに何と

かしようかなみたいなことがあっても、

借家で済まれている方にしてみたら、家

主がやらんことには、危ないなと思って
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も自分らではどうにもできないというふ

うなこともあるんじゃないかなというふ

うに思うんです。

　それで、最近、私の身の回りでも、やっ

ぱり民間の木造住宅、いわゆる文化住宅、

賃貸で、そういうところというのがどん

どんと立ち退きにかかるケースがふえて

いっています。取り壊して建て替えとい

うふうなことになりましたら、耐震の点

でいったら、耐震化率はそれで引き上がっ

ていくのかというふうに思うんですけれ

ども、住んでおられる方にとっては、やっ

ぱりここで住み続けたいと思っているし、

何とか耐震改修もしてくれたらなという

ふうに思っても、家主が摂津市には住ん

でいないというふうな、そういうケース

も割とたくさんあるように感じるんです。

そうしたところに対しては、何の手も打

てないのか、どうなのか。その所を教え

ていただけたらと思います。

　道路管理課の部分です。摂津市駅駅前

広場管理委託料のところで、当初見込ん

でいるよりも、今の現状では人を省ける

といいますか、手間も省けるというよう

なことで、この委託料が下がっているん

ですという説明だったと思います。確か

に、ここで予算が縮減できる部分はぜひ

ともやっていただけたらなというふうに

思いますのと、公共施設の前ということ

で、コミュニティプラザにいつもシルバー

人材センターの方もいるわけで、そこの

あたりとひっくるめた形の委託になって

いるのでしょうか。別の発注だと思うん

ですけれども。朝、駅前に私らがおりま

したら、あそこの施設の上のスペースは、

夜間はチェーンで閉ざしていますから、

そこのところ、朝開けに来てくださるの

は、あれは施設の方ではなしに、駅前の

管理の人なんじゃないかなというふうに

思ったりしているんですけれども、その

辺、業務の関係で、やりよいようにとい

うようなことももちろんあると思います

し、経費の点でも、そこらあたり、どう

いう中身になっているかなと気になりま

したから、教えていただけたらありがた

いです。

　あと、狭隘道路の関係です。いろんな

取り組みをされておられるんだろうなと

いうふうには思うんですけれども、午前

中に藤浦委員が言われましたような、他

市の状況とか、またいろんな、どこのま

ちでもこの課題というのは問題になって

いるというふうに思うんです。私もまだ

まだ不勉強な点がありますけれども、何

とか今後のまちづくりの点で、道路だけ

の課題ではないんじゃないかなというふ

うなこともやっぱり思いますので、総合

的に部を超えてのいろんな対策なんかも

講じていただけたらなというふうに、こ

れは要望としておきます。

　あと、道路交通課にかかわる部分です。

運転免許証自主返納者への反射材付きジャ

ンパーの支給の件で、申請があった方の

みというふうなことで、ＰＲと、それか

ら警察等々との連携と取り組んでいかれ

るというふうなことです。これは、交通

安全啓発事業というふうなことで、やっ

ぱり事故を起こす方に高齢者の方の割合

が多いというのはもちろんそうだという

ふうに思うんですけれども、運転免許証

を持っておられて、これまでドライバー

の方だったら、逆に自転車のマナーとい

いますか、ああいう走行は危険だとか、

そういうのは普段から感じていらっしゃ

るんじゃないかなというふうに思うので

す。だから、夜はちゃんと電灯をつけて

走ろうとか、黒い服じゃなしに、ちょっ

と明るい色合いのそんなんを着たほうが

いいんじゃないかというふうなことは、

割とドライバーの方のほうが意識をされ
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ると思います。一方、車の運転をされな

い方のほうが、いろいろと問題といいま

すか、本人が気付かないことってあるよ

うに思っていて、むしろ、夜間、ジャン

パーを着てほしいのはそういう人たちか

なというふうにも思ったりするんです。

かといって、全員にジャンパーを支給と

いうようなことにはならないと思います

ので、この取り組み方、見直しが必要じゃ

ないかなと、特に思ったところでありま

す。

　あと、やっぱり運転免許証を返納され

る方のサポート事業というようなことで、

いろいろとされるというようなことであ

りますけれども、やっぱり自動車に乗れ

なくなった方の、運転できなくなった方

たちの社会生活が、それでどんどん狭ま

るというふうなことを、それをやっぱり

避けないとというふうなことで言いまし

たら、やっぱり公共交通ももちろんそう

だし、いろんな本人に対する支援という

ようなことが大事になってくるんじゃな

いかなというふうにも思いますので、今

後の点では、そうした返納者に対する支

援というふうなことで見直しを検討でき

ないのか、ちょっとここらあたり、もう

一遍聞かせていただきたいなと思います。

　あと、放置自転車等対策指導委託料で、

答弁では名前のみの変更だというふうな

ことでお聞きしました。駅前に自転車が

放置され、撤去をするというふうなこと

で、保管所で引き取りに来られた方には、

それなりの金額を払ってもらって自転車

をお返しするというようなことでありま

す。駅前に自転車の放置をされる方たち、

いろいろご事情もある方もいらっしゃる

かもしれませんけれども、なかなか自転

車マナーの点で、こういうところこそ、

やっぱり交通安全の問題についても、い

わゆる指導が必要なんじゃないかなとい

うふうな気がするわけなんですけれども。

昨年まで、自転車利用者指導委託料と、

こういう名前でありました。そこらあた

りのところも踏まえて、何かしら、この

間、自転車安全利用倫理条例ができて、

こういったところでアプローチがされて

いないのかなというふうなことでお聞か

せいただけたらと思います。

　公共交通整備事業でありますが、先ほ

ど、私の質問も分かりにくかったかなと

思うんですけれども、吹田市の「すいす

いバス」、それから阪急バスの摂津市内

を走っている路線、同じ事業者でありま

すから、乗り継ぎのそういう割引ができ

ないのかなというふうなことなんですが、

実は調べていましたら、吹田市が走らせ

ている山田・千里丘地域の循環バス、こ

こは山田・千里丘地域しか走っていませ

んから、阪急やＪＲの吹田駅のほうに行

きたいと思うと乗り継がないといけない

んです。そういう乗り継ぎの際には、割

引制度というようなことができていて、

２１０円と２１０円で４２０円になると

ころが３５０円で乗り継ぎ券が販売され

ているというようなことらしいんですけ

れども、摂津市のほうでも、千里丘駅の

西口のところで降りて、市役所に限らず、

南摂津のモノレールのほうとか、そうい

うところに行かれるときに、割引制度が

できないのか、ここの点をお聞かせいた

だきたいと思います。

　次に、正雀南千里丘線外２路線道路改

良事業ですけれども、当面は平成２６年

度予算要求されている１，０００万円で、

今確保されているところを整備されると

いうふうなことでありました。今後の見

通し、なかなか大変だというようなこと

もおっしゃられてますけれども、ぜひと

も近畿財務局との交渉がやっぱり要とい

いますか、ネックになってくるんでしょ
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うか。同じ公の機関なんで、やっぱり市

民の安全や利便性やいろいろなことを考

えたときに、そこで力を合わせてやれな

いということではいけないと思うわけで

あります。ぜひ、ご努力、そしてまた実

現されていくような、そういう形での働

きかけをお願いしたいと思います。

　あと、下水道業務課にかかわってお聞

きした点で、クリーンセンターの解体工

事、杭を撤去するのに約２，２００万円

とお答えいただきましたが、今年度の当

初４，９７９万６，０００円で上げてお

られましたから、これは割と多目に上げ

ておられたのかなというふうな、そうい

う話になってこようかと思います。クリー

ンセンター解体工事の次年度持ち越しと

いうようなことで、最初、建設常任委員

協議会でお聞きしたときに、これは年度

をまたいでしまうと、消費税分とかも加

わってきて、当初よりもたくさんお金が

かかってしまうんじゃないのかなという

ふうなことも感じてましたし、この杭を

残して解体工事に取り組むんだというと

きに、大分工事費が膨らむのかなという

ふうなことも思ったりしたんですけれど

も、どうもそうでもないわけです。

　土壌調査のことでいいましたら、必ず

しもやらなければならないというふうな

ことで、法的にはそう定められてはなかっ

たけれども、解体設計委託外の工事委託

のところで、これは予算を執行されてい

るというふうに伺いましたけれども、今

後、それを残したままでもちろんいいだっ

たら予算を多く使う必要はないと私も思

いますし、そこらあたりがどうもすっき

りしないなと思いながら聞いておりまし

た。当初、見込みで４，９７９万６，０

００円というのが今年度の当初予算です

けれども、ここらあたりの乖離がどうい

うことかというようなこと、もしお答え

できたらお願いしたいと思います。

　最後、淀川右岸治水促進期成同盟の負

担金でお聞きしました。これは、今年度

要望した内容では水辺の環境の充実とい

うようなことでお答えいただいたわけな

んですけれども、もともとは堤防等の整

備工事なんかをどんとやってくれみたい

なことで、多くの自治体が一緒に国に要

望していくみたいな、そういうものだっ

たかなというふうに感じたんですが、代

表質問の際に、安威川ダムはできること

になったけれども、最近の近年の大雨、

防災講演会がこの間、コミュニティプラ

ザでありまして、片田教授が防災アドバ

イザーで講演もされていて、１０年確率

の雨はもう毎年降るというふうな、そう

いう構えでいたほうがいいんじゃないの

というふうなこともおっしゃってました

し、年々、台風とかでの被害は増してい

るんだというふうなことが言われている

中で、総合的な治水対策、もちろん雨水

管の事業もやられておりますし、ポンプ

の更新なんかでもご努力もされていると

いうふうなことがわかるわけなんですけ

れども、ダムによらない、そういう治水

対策をと、以前、私どもが提案している

ときには、そんな大きなお金はとても出

てこないよというふうな、そういうこと

やったんじゃないかなと思っていて、今

の治水対策の状況が、言うてみたらこの

間の気象状況の変化とのかかわりで追い

ついているのかな、どうかなというふう

なことやと思います。

　この淀川右岸治水促進期成同盟、先ほ

ど答弁の中で、大阪市からずっと三島圏

の各市、吹田市や豊中市なんかも入って

いたんじゃないかなというふうに思うん

ですけれども、去年は吹田市や豊中市な

んかのあたりでも浸水被害があったみた

いなことをお聞きしていて、全体的な北
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摂地域の対策を真剣に考えないといけな

いのかなというふうなことも思ったりし

ているわけなんですが、取り組み方とい

いますか、ここだけに頼るではもちろん

ないと思うんですけれども、今後のダム

ができたからいいよというふうなことで

ない、そういうところについて、何かし

らお考えがないのか、この際聞いておき

たいと思うんですけれども、よろしくお

願いいたします。

○木村勝彦委員長　土井次長。

○土井都市整備部次長　それでは、臨時

職員についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。

　この職員につきましては、土地区画整

理士の資格を持っておられまして、南千

里丘の区画整理事業において、ずっと事

業に携わっていただいていた方でござい

ます。南千里丘の事業完了後につきまし

ても、吹田操車場のまちづくりにおきま

して区画整理事業を実施しており、また

以前からも、いろいろと相談していたと

いうような経緯もありましたことから、

引き続いて都市計画課のほうで業務をお

願いしていたものでございます。

○木村勝彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　公園の遊具の点

検委託料につきまして、平成２６年度の

状況はどうなんだということであったと

思うんです。それから、遊具の状況とい

うことなんですが。

　まず、遊具の点検につきましては、平

成２５年度に６０６基の点検を行ってお

ります。２６年度は５基ほどふえて、６

１１基の点検を予定しております。それ

と、来年度から消費税も３％上がるとい

うことで、前年度より約１０万円程、増

えております。遊具につきましては、現

場の環境、条件、使用頻度によって、傷

みや劣化の状況が変わってきます。そう

いうこともありますので、これらの点検

は、毎年やっていきたいというふうに考

えております。

　それから、子どもの遊具についてでご

ざいますが、我々もスペース的に、物理

的に、どうしても大きいものが置けない

ところは単品のリンクミニ遊具とか、そ

ういう小型の遊具を置いたりとかしてい

るんですけれども、遊具につきましては、

我々が勝手に設置するのではなく地域の

方々の意見をお聞きしながら取りかえ、

また新たに設置する場合は、今後も地域

の方の意見を聞きながら設置してまいり

たいというふうに考えております。

○木村勝彦委員長　林課長。

○林建築課長　耐震改修の補助金の借家

等との取り扱いについてでございますが、

大阪府に確認したところ、補助申請につ

いては、必ずしも所有者でなければなら

ないということにはなってございません。

そこにお住まいの住人でも申請可という

ことですが、問題となってくるのが、一

部だけ診断する、改修するというような

形になっていませんので、他の住民の同

意を得ることと、最終的には補助以外で

の費用を誰が持つかということが問題に

なり、現状、進んでいないというところ

だと思っております。

○木村勝彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　弘委員の２回目の

質問にお答えさせていただきます。

　まず、高齢者でも運転していた方のほ

うが意識が高く、運転していない方の取

り組みをしたほうがいいんではないかと

いうようなお問いだったと思うんですけ

れども、委員がおっしゃるように、確か

にそういうことはあるのかも分かりませ

んが、まず一つ、免許証の自主的な返納

を促すため、まずハンドルを持つことに

危険性があるので、その部分に対して、
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自らの交通事故を低減させるというのが

一つの狙いでもあります。

　今後取り組んでいく上で効果が出るの

かどうか、はっきり申し上げて分かりま

せん。しかし、１年間やって、検証した

結果、それで効果が出てくるのであれば、

また続けていきたいとも考えてますし、

好評であれば、返納者以外の方々にも広

く支給していくようなことも検討してい

きたいなとは考えております。

　それから、放置自転車等対策指導委託

料で、名称が変更し、駅前の交通安全の

マナーの指導についてはどうかというお

問いなんですが、現在、別の事業名、交

通安全啓発事業の中では、その対策に伴

う啓発活動、そのあたりの予算も取り入

れて、自転車のマナー、交通安全マナー

に対して啓発活動を実施しております。

それから、交通安全の推進員におきまし

ても、千里丘駅前、阪急正雀駅前、摂津

市駅前などで、そういった交通安全、危

険な運転防止のマナー、その辺の啓発に

取り組んでおります。

○木村勝彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、弘

委員の２回目の質問にお答えさせていた

だきます。

　摂津市駅駅前広場管理委託料の件でご

ざいますけれども、日常清掃を委託いた

しておりまして、摂津市駅前から香露園

交差点までの歩道の清掃範囲は入ってご

ざいますけれども、コミュニティプラザ

横の駐輪場から上に上がる部分について

は、委託範囲に入ってございませんので、

便宜上、協力しているのやもしれません

けれども、実際上は私どもの委託の範囲

には入っていないということでございま

す。

○木村勝彦委員長　江草課長代理。

○江草下水道業務課長代理　クリ̶セン

ター解体工事費用の平成２５年度と平成

２６年度の予算の乖離ということの説明

なんですけれど、平成２５年度につきま

しては、当初、平成２５年度に設計を行っ

て、取り壊しを行うという計画をしてお

りましたので、解体工事の予算要求につ

きましては、建物の解体、設備の解体、

杭の撤去等につきまして、現存する図面

をもとに見積もり等を依頼しまして、そ

の見積額を参考に予算要求を行ったもの

です。平成２６年度の予算につきまして

は、平成２５年度に取り壊しの設計が完

了しておりますので、その設計金額をも

とに予算要求をさせていただいておりま

す。その結果、平成２５年度、２６年度

の解体工事の費用に乖離が生じたもので

す。

○木村勝彦委員長　押部課長代理。

○押部道路交通課長代理　公共交通の整

備事業関係に関する２回目のご質問にお

答えをさせていただきます。

　事業主体の違うバスに関する乗り継ぎ

の際に、料金の軽減等というようなお話

だったと思うんですけれども、特に、吹

田市が運行されておられる「すいすいバ

ス」、これは通常の路線バスとは違いま

して、吹田市が運行しておられるコミュ

ニティーバスです。運行をされているの

は阪急バスなんですけれども、実際にか

かった経費に関しては、運賃収入、それ

と必要経費、この間の不足額を吹田市が

全額補填しておられるというような状況

で運行しておられます。ですから、実質

的な運行主体は吹田市であると。例えば

ＪＲ千里丘駅から出ている路線バス事業

者である阪急バスと、現実の問題として

料金の軽減対応ができるのかということ

になれば、これはもう現実の問題として

はかなり難しいんじゃないかなと。

　摂津市におきましても、市内循環バス
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というのが運行しておりますけれども、

同じように、同一の市内の中で運行する

場合につきましては、我々の場合でもＪ

Ｒ千里丘駅を起終点にしておりますので、

例えば別府方面から乗られてＪＲ千里丘

駅まで来られた方が、次の発車時間まで

の待ち時間にＪＲ千里丘駅で一度下車を

されても、同じように乗り継ぎ券という

ものを発行することによって、次に乗ら

れるときは無料というような扱いで現行

運行させていただいているのと同じよう

なケースじゃないかなというふうに考え

ております。現実の問題として、実施主

体が異なる実施主体が運行しておる場合

に関しては、乗り継ぎ料金の軽減等につ

いてはかなり困難であるというふうに考

えています。

○木村勝彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　河川の総合治水

対策についてということを考えなくては

いけないのではないかという内容のご質

問についてお答えさせていただきます。

　まず、淀川につきましては、これは国

が管理しております。琵琶湖から流れま

して、大阪湾まで流れる全体の中での治

水の整備計画の中で、国が行っておりま

す。聞くところによりますと、摂津市に

つきましては、摂津市の護岸に関しまし

ては、２００年に１度の大雨に耐えられ

る護岸の整備が済まされているというこ

とは伺っております。

　また、安威川につきましては、大阪府

の管理になっておりまして、大阪府が主

体となって整備の計画を立てておられま

す。そこにつきましても、安威川ができ、

下流側のほうの整備ができますと、１０

０年に１度の大雨には耐えられるという

ような整備目標を掲げてやっておられて

いるのが今の現状であります。

　私どもとしましては、やはり淀川も摂

津市の南側に流れる川であり、決壊など

すると大変住民の財産に大きな影響を与

えるところでありますし、安威川につき

ましてももちろんそうでありますし、な

おかつ私どもの下水の雨水の排出につき

ましては、安威川に頼っている、安威川

のほうへ排出するということがあります

ので、また淀川以上にまた別の意味で関

係が深い河川だと認識しております。

　私どもとしましては、やはり大阪府や

国に対して、必要となれば必要なものだ

け、やはり整備についてのお願いはする

というようなことを日々怠らずにやりな

がら、私どもとしては市内としては市内

で、雨水の配慮につきましては下水のほ

うがメーンになるんですけれども、整備

を進めていきまして、やはり限られたハー

ドの中で、まず整備を進めていくという

のが私どもとしての課題じゃなかろうか

と考えております。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　項目を絞ってお聞きしたい

というふうに思うんですが。

　公園にかかわって、これは公園遊具の

点検業務委託料、このところで、平成２

５年は６０６基が、平成２６年は６１１

基が対象でというようなことでおっしゃっ

ておりますけれども、Ａランク、Ｂラン

クがついているところについても、次の

年にはどうかわからないというふうなこ

となんだろうというふうに、毎年、それ

はチェックを入れますよというふうなこ

とになってくると思うんですけれども、

新規で取り替えたところなんかも、やっ

ぱり同じ対象になってるのかな、どうな

のかなというようなことで、そこらあた

りの考え、以前の答弁と若干違っている

のかなというふうに思ったのでお聞きし

ておきます。

　それから、遊具の設置の件ですけれど
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も、場所的な面、また地域の方から要望

を聞いてというふうなことでお答えいた

だいておりますけれども、私の家のすぐ

そばにある広い公園にも、やっぱり１人

乗りのそういう遊具が置かれているので、

新しくなったなと初めは思っていたのが、

遊んでいる子どもがどうなのかなという

ふうなことも思いながら、最近は見てお

るんですけれども、自治会の方たちから

聞き取りをされると、最近は高齢者の方

の健康遊具とかも、そういう要望も強い

というふうに思ったりしますが、先ほど

申しましたように、子どもたちの育ちの

面で、やっぱりみんなで遊べるような、

そういうふうなのが大きな公園には要る

んじゃないかなというふうな、そこらあ

たりのところも、なかなか要望を聞いて、

みんながそう考えるかといったら、そう

でもないと思いますけれども、地域の公

園というのはそういう資源でもあるんだ

というようなことで、配慮していただき

たいなというふうに、これは要望として

おきます。

　それから、木造住宅の耐震化促進の件

ですが、先ほどの答弁でも、集合住宅の

件、なかなかやっぱり難しい点があるん

だろうなというふうに思っております。

家主がこの辺、近くにいてなかったら、

なかなかそこの住宅地にも目が行き届い

ていない部分もあるんじゃないかなとい

うふうにも思いますし、ただ、そこに住

まれているお住まいの方が、みんなで診

断の申請しましょうやというふうにも、

なかなかそういうふうなことの実現性も

厳しいと。結果、だんだんとやっぱり住

めなくなって、立ち退きみたいなことで

なくなっていってしまうのかなというふ

うなことも思ったりするわけですが、集

合住宅についての課題というふうなこと

についても考えておいていただきたいと

いうふうに思います。これも要望で、答

弁は結構です。

　道路の部分は、道路交通課のほうで、

交通安全対策でいろいろと取り組みはさ

れているというふうなことをお聞きしま

した。ですが、放置自転車のところで、

昨年度と比べて委託料が３００万円程、

減になっておるわけで、こういったとこ

ろが、やっぱり何かしらここの名称に記

されているような、そういう指導をして

いくようなことに活かせないのかなとい

うふうなことが思いとしてあります。

　私も、ふだん、自転車生活なものです

から、あちこち自転車で移動しています。

家の駐輪場に置いてたり、事務所の駐輪

場に置いていたりするのが、いつの間に

かなくなっていて、それが駅前に放置さ

れているというふうな、そういうような

ことも何回かあるんです。事務所前で若

い子が私の自転車に乗って行くという、

そういうようなケースもあって、きっと、

駅前に放置されるんだろうなと思って駅

に行ってみたら、案の定置いてあるとい

うふうなことで、そういうことで放置自

転車になってしまう、結局、持ち主が誰

かわからなくて撤去されるというふうな、

そういうケースももちろんありますけれ

ども、やっぱりマナーの問題で、放置自

転車を取りに来られる方に、自転車のルー

ルはこういうことなんだよというふうな、

そういうパンフレットでも、冊子でも、

そういうふうなのを渡したりすることで、

改善につながったりするのではないかと

いうふうに思ったりします。

　私も、最近はないですけれども、若い

頃に何度が自転車の撤去をされて、置き

場に取りに行ったことがありますけれど

も、親切にもう今度からはあかんでみた

いなことを言われて、自分のせいでもな

いのになと思ったりすることもあったり
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しましたけれども、それでも、やっぱり

その場でのやりとりなんかで、交通マナー

の向上につながっていくというふうな、

そういった点もぜひ一度考えておかれて

はどうでしょうか。これも要望としてお

きますので、答弁は結構です。

　バスの問題についてなんですけれども、

阪急バスではあっても、「すいすいバス」

は事業主体が違うんだというふうな、そ

ういうご答弁だったかと思います。ただ、

一度、やっぱり申し入れというか、働き

かけができないかなというふうに思うん

ですが、やっぱり利便性が上がれば、利

用率も上がっていくというふうに思いま

すし、こういうルールだからというよう

なことで、そこに縛られて、やっぱりそ

こで利用率が上がらない車が回っている

というふうな状況よりも、協力して、よ

り利用しやすいような、そういう形に変

えていけたらというふうに私は思ったり

します。

　吹田市の千里丘や山田のほうにお住ま

いの方でも、阪急の京都線を利用したい

と思ったら摂津市駅に出てくる、そうい

う利便性が、ある意味、千里丘駅で乗り

継いだら、そういうようなことにもなり

ますし、何も摂津市民のためだけではな

いというふうなこともあるかというふう

に思います。利用者のためというふうな

視点から、ぜひ一度働きかけていただけ

たら、これも要望としておきます。

　あと、下水道関係で、クリーンセンター

の工事費用は大体結構です。

　淀川右岸の治水促進期成同盟というよ

うなことで最初ご質問しましたけれども、

これもそうです。治水対策のこれからの

取り組み、ぜひ、また取り組みを強めて

いっていただいて、これは国に対してと

いうようなことになってくるわけで、予

算の点でいったら、そういういったとこ

ろにも大事だし、また違った角度からも

さまざま、大阪府や国に対して働きかけ

も強めつつ、市民の安全、安心というよ

うなまちづくりで取り組んでいただきた

いと思います。

○木村勝彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　弘委員の公園遊

具の点検の件で、新規のところも対象に

なっているのかということでございまし

たが、基本的に新しいものが入りますの

で、２年ぐらい様子を見て、点検に含め

ている。ただ、先ほども申し上げました

が、現場の環境、条件、使用頻度によっ

て、新しい遊具であっても状況は一刻一

刻変わってきておりますので、その辺は

様子を見ながら点検をしているという状

況でございます。

○木村勝彦委員長　弘委員の質問が終わ

りました。

　暫時休憩します。

（午後４時２０分　休憩）

（午後４時２２分　再開）

○木村勝彦委員長　再開します。

　議案第３５号所管分の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑はありませんか。

　弘委員。

○弘豊委員　議案第３５号で、自動車駐

車場条例の一部改正というようなことで

ありますけれども、今回、指定管理の委

託先が切り替わって、それから自動車駐

車場のところに機械も導入してというよ

うなことで、今回、時間も拡大できるの

かなというふうなことで見ておりますが、

具体的に、どういった形態に変わるのか。

昨年の委員会の議論でも若干お聞きした

かなというふうには思うんですけれども、

改めて来月からそういうふうに切りかわっ

ていく、そこらあたりのことをご説明い
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ただけたらと思います。

○木村勝彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、弘委員

のご質問に答弁申し上げます。

　まず、フォルテ摂津自動車駐車場につ

きまして、開場時間、これが現在午前６

時から午後１１時までとなっております

が、午前５時から翌日午前１時までと、

前後３時間延長しております。これにつ

きましては、指定管理者が摂津都市開発

でございまして、管理の形態としては現

在の形態と変わりません。自転車、自動

車が一括管理ということで、自転車の開

場時間に合わせた時間拡大とさせていた

だいております。

　それから、南摂津駅前第１自動車駐車

場、これは近畿道の下に当たるんですが、

こちらについては機械、今も入り口はゲー

ト、出口で有人での支払いとなっており

ますが、出口も機械化しまして、オール

機械化になります。時間につきましては、

午前６時３０分から午後１０時３０分ま

での開場時間ですが、全て機械式になる

ことで終日開場時間となります。

　それから、休場日につきましては、こ

れは南摂津駅前第１自動車駐車場のみ改

定しまして、現在の１２月３１日から１

月３日までは休場日となっておりますが、

休場日がなしという形で変更をしたいと

考えて、条例改正案を上げさせていただ

いております。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　開場時間、使える時間帯が

長くなるということで、市民の方の利便

性にも寄与していくというふうなことで

ありますけれども、今回の指定管理委託

先の変更によって、こういうふうなこと

ができるようになってくるという説明やっ

たかと思うんですが、指定管理料、予算

のときに聞いたらよかったのかもしれま

せんけれども、予算的な指定管理料の変

化と今回の時間延長の関連があわせてわ

かればお聞きできますでしょうか。

○木村勝彦委員長　暫時休憩します。

（午後４時２７分　休憩）

（午後４時２８分　再開）

○木村勝彦委員長　再開します。

　弘委員。

○弘豊委員　予算の分は置いておいて、

体制のところで、若干確認の意味を込め

てなんですけれども、この開場時間が延

びる関係で、そこの人の配置とか、そう

したセキュリティの関係、人が対応でき

る部分はこれまでと変更といいますか、

影響が出てこないかというふうなことで

お聞きしておきたいと思います。

○木村勝彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　まず、フォルテ摂

津自動車駐車場について説明させていた

だきます。

　今も入り口はゲート、出口は有人とい

う形の管理体制になっております。時間

延長に関しましても、出口の有人管理は

そのままで、セキュリティー面について

も万全を期す内容かなと考えております。

　次に、南摂津駅前第１自動車駐車場に

つきましても、先ほど管理運営の体制を

ご説明させていただいたんですけれども、

全て、入り口も出口も機械式となります

ので、２４時間の管理体制といった形の

体制になってまいります。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、フォルテ

摂津のほうは、時間は延長になるけれど

も、その時間帯まで人がいてるというふ

うなことですけれども、南摂津駅のほう

で言いましたら、延長になった時間、終

日でありますけれども、これまでだった

ら６時半から１０時半まで人がいてとい

うふうなことが、無人の管理で、機械化
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で対応できるということで受けとめてい

ていいんでしょうか。

○木村勝彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　南摂津駅の機械に

つきましては、何かトラブルがありまし

たらオンコール式で緊急事態の対応を取

るようになっております。それと、場所

は離れるんですけれども、第２自動車駐

車場のほうには管理事務所に管理人がお

りますので、何かあれば、そちらのほう

でフォローできるかなと考えております。

○木村勝彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　料金体系というか、料

金について、確認の意味も含めてお聞き

しますけれども、今回、無人化になって、

ここに書いているのは５時間までが、こ

この所管だと、フォルテだと１時間２０

０円ですよね。５時間を超えると１，０

００円となってますよね。例えば４時間

停めると８００円なんですけれども、７

時間とめると幾らになるのか、分かりに

くいんです。例として、７時間とめたら

幾らになりますという計算をしていただ

きたいんですけれど。２４時間、一晩置

いていて、明日も例えば３時間ぐらいと

めておいた場合どうなるのかということ

で、一遍教えていただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、ただい

まの上村委員の質問にお答えさせていた

だきます。

　駐車場の料金に関しましては、まず３

０分１００円、以後３０分ごとに１００

円となっております。５時間を超えると

１，０００円ということで、２４時間以

内は１，０００円でございます。２４時

間を過ぎると、今度はまた３０分ごとに

１００円がかかってきますので、例えば

７時間の場合は５時間を超えていますの

で、１，０００円です、

　２７時間の場合は１，０００円プラス

３時間分ですので、１，６００円という

計算になります。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　続きまして、議案第３６号の審査を行

います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　本日の委員会は、この程度にとどめ、

散会します。

（午後４時３５分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長木 村 勝 彦

　建設常任委員　上 村 高 義
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